
平成１８年第１回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成１８年３月８日（水曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ３０番 金子哲也議員 

      １．西那須野・北赤田地区産業廃棄物中間処理場許可について 

      ２．男女共同参画社会に向けて 

    ３ 番 眞壁俊郎議員 

      １．学校などの安全対策について 

      ２．第２期ごみ処理施設整備事業および一般廃棄物処理基本計画について 

    ８ 番 東泉富士夫議員 

      １．県道拡幅と歩道の設置について 

      ２．ガードレールの安全対策について 

      ３．公共事業のコスト削減について 

    ２３番 若松東征議員 

      １．情報通信技術（ＩＴ）講習推進特例事業について 

       (1) 情報通信技術関連特別対策情報通信設備整備事業について 

      ２．道路行政について 

       (1) 歩道の安全対策について 

      ３．保育園の安全対策について 

       (1) ゆたか保育園、とようら保育園の駐車場の安全対策について 

       (2) とようら保育園の園庭について 

    １２番 早乙女順子議員 

      １．那須塩原市総合計画について 

       (1) 総合計画策定と行財政改革大綱策定との関係性について 

       (2) 車座談議について 

       (3) 駅周辺のバリアフリー化について 

       (4) 健康づくりの推進に不可欠な栄養士の配置について 

      ２．障害者自立支援制度について 

       (1) 障害者自立支援法の問題について 

       (2) 障害者自立支援制度で、市の担う役割について 

       (3) 障害者区分の判定、支給決定のプロセスについて 
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      ３．ごみ処理基本計画について 

       (1) 根本的なゴミ減量化の対策とならないゴミの有料化を国が進める理由について 

       (2) 持続可能な社会の構築について 
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開議 午前 ９時５９分 

 

◎開議の宣告 

○議長（髙久武男君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は32名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（髙久武男君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（髙久武男君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 君 

○議長（髙久武男君） 初めに、30番、金子哲也君。 

〔３０番 金子哲也君登壇〕 

○３０番（金子哲也君） おはようございます。 

  30番、金子哲也です。市政一般質問を行います。 

  まず、１番目に、西那須野・北赤田地区産業廃

棄物中間処理場の許可についてということで、平

成15年８月に関東一円と、それから福島県、新潟

県、長野県を営業のエリアとする産業廃棄物処理

業の東武商事による産業廃棄物処理施設設置事業

計画書の提出がありました。そして、昨年暮れに

地鎮祭が行われまして、産業廃棄物中間処理場の

建設事業が現在着々と進んでいるところでありま

す。その問題について質問いたします。 

  １つ目は、建設申請から許可まで及び現在に至

るまでの経緯と市の姿勢についてお伺いいたしま

す。 

  それから、２番目、心配される公害問題に対し

て、市と住民との共同歩調がとれないかというこ

とでお伺いします。 

  ３番目、近隣住民の不安を取り除くべく、安全

性確保のために業者との協定締結について市はど

ういうふうに考えるかお伺いします。 

  ４番目、市民への積極的な情報の提供ができな

いかということで、この４項目についてお伺いい

たします。 

  次に、男女共同参画社会に向けてということで、

国は昨年、内閣府の特命担当大臣として少子化問

題担当及び男女共同参画推進担当大臣として猪口

邦子氏を指名しました。少子化問題と男女共同参

画問題が、今いかに大きな問題としてクローズ

アップされてきたかがうかがわれます。 

  栃木県もここ五、六年ほど前から、男女共同参

画推進に力を入れてきました。平成15年４月には

男女共同参画推進条例を施行いたしました。1995

年の北京における世界女性会議以来、やっと地方

にもこの問題が波及してきた感があります。 

  そこで、お伺いいたします。 

  男女共同参画社会に対する市の基本方針及び積

極的な施策はあるのかということでお伺いします。 

  また、学校教育においても大変重要な問題と思

われますので、重点施策またはお考えがあれば、

ぜひ教育長にもお伺いしたいと思います。 

  それから、２番目として、少子化問題にもつな

がる子育て支援や環境づくり、女性が安心して働

ける社会づくりに市の具体策はあるのかというこ

とでお伺いします。 

  ３番目に、セクシャルハラスメントやドメス
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ティックバイオレンスに対して、対策や対応はあ

るのかということでお伺いします。 

  ４番目、男女機会均等のための努力目標につい

てお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  30番、金子哲也議員の質問にお答えをいたしま

す。私からは、男女共同参画社会に向けての１の

市の基本的方針及び積極的な対策についてお答え

をいたします。 

  平成17年１月に合併により那須塩原市が誕生し

たことから、新たな男女共同参画によるまちづく

りに向けた市としての強い意志を示すとともに、

市、市民両者が積極的に取り組みを進めていくた

めのよりどころとなる男女共同参画推進条例の制

定及び男女共同参画に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するための男女共同参画行動計画の策

定に向けて、準備を進めておるところであります。 

  策定に当たりましては、庁内組織として男女共

同参画推進本部を設置し、男女共同参画の視点か

ら横断的に検討しているところであります。庁外

組織といたしましては、男女共同参画懇話会を中

心に、条例及び計画に盛り込む事項等について検

討を重ねておるところであります。平成18年度に

はパブリックコメントなども実施しながら広く市

民の意見を反映させ、より実効性のある施策を展

開し、男女共同参画社会の実現を目指していきた

いと考えております。 

  このほかにつきましては、教育長、生活環境部

長よりお答えをいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 男女共同参画社会に向け

て、市長さんの答弁がございましたが、教育長に

対してもということで、答弁をさせていただきま

す。 

  男女共同参画社会に向けた基本方針、施策につ

いて、教育委員会としてお答えいたします。 

  まず、基本方針ですが、教育行政施策の社会教

育方針の中で、男女共同参画社会の形成に向けて

男女平等教育の推進を掲げております。その施策

として、主に各公民館の各種講座、教室を中心に、

男女平等教育のための幅広い学習機会を提供して

おります。これらの学習により、男女が互いのよ

さを理解し合い、ともに協力して生きる社会の大

切さに気づき、みずから日常の生活で実践してい

く力が身につくものと考えております。 

  また、学校教育においては、教科、道徳、特別

活動などすべての教育活動において人権尊重教育

を推進しております。その中でも学級活動の授業

では、男女相互の理解と協力、人間の尊重と男女

の平等などを題材として設定し、話し合ったり討

論したりしております。さらには、教育事務所と

共同で、男女の人権を尊重した教育を推進するた

め、教職員の資質向上研修を開催しております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） まず、第１点目の

西那須野・北赤田地区産業廃棄物中間処理場の許

可についての答弁をまとめてお答えしたいと思い

ます。 

  ご質問の産業廃棄物中間処理施設につきまして

は、栃木県が廃棄物処理に関する指導要綱及び関

係法令等に基づき、事業計画書、事前協議書及び

施設設置許可申請書等の技術上の基準、生活環境

の保全への配慮等の内容を審査し、そして設置予

定箇所の現地調査を経て設置の許可をしたもので
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あります。 

  市としましては、関係地域の住民が安全で安心

な生活ができるよう、事業者との合意による環境

保全協定等の締結の方向になれば、協定書の形式

等については協力してまいりたいと考えておりま

す。 

  また、県と連携しまして、大気汚染等の規制基

準に適合した事業活動がされるよう監視、指導を

するとともに、関係地域の生活環境の保全と公害

の未然防止に努めてまいりたいと考えております。 

  ４の市民への情報の提供についてでありますが、

事業者に対しましては、関係地域の住民との合意

形成を図るよう指導してきたところでありますが、

今後も必要があれば県とともに事業者に対して説

明会等の開催等について指導してまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

  次に、２番目の男女共同参画社会に向けての２

番の子育て支援や環境づくりについてお答えしま

す。 

  少子化問題にもつながる子育て支援や環境づく

りについては、親自身がゆとりと自信を持って子

育てをできるよう、多様な子育てサポートを充実

していきたいと考えております。 

  子供の養育に関する大一義的責任は家庭におい

て果たされるべきものと考えますが、今後は、子

育て支援社会の構築に向けて、世代間を越えた地

域社会の力で家庭の子育て機能の補完を図り、地

域の子育て力を再生していくべきものと考えてお

ります。そのためには家庭、地域、学校、行政が

協働し、きめの細かい子育てサービス、支援ネッ

トワーク体制の整備が必要となってまいります。 

  具体策としましては、より身近な地域で子育て

に関する相談、交流ができるよう、地域子育て支

援センターや子育てサロン等においての活動、ま

た臨床心理士等による専門相談等体制の強化、ま

た幼稚園、保育園、保健センターと関係機関との

連携により子育て支援策を講じており、加えて、

子育て中の母親のリフレッシュにも活用できる一

時保育等特別保育事業の充実を図っていきたいと

考えております。 

  次に、３のセクシャルハラスメント及びドメス

ティックバイオレンスの対策についてお答えいた

します。 

  女性の人権を著しく侵害する行為としましては、

夫、あるいはパートナーからの暴力、性犯罪、セ

クシャルハラスメント、ストーカー行為などがあ

ります。これら女性に対する暴力は潜在化するこ

とが多く、その背景には、男女の固定的な役割分

担など男女が置かれている状況等に根差した構造

的問題があると考えられております。 

  個人としての人権を尊重する意識を形成するた

めには、子供のころから教育が大変重要であると

考えます。また、一人一人がメディアから情報に

対して主体的に読み解く能力を養う必要がありま

す。そのため、女性に対する暴力根絶のための広

報啓発活動を推進するとともに、被害者に対する

支援などの取り組みを積極的に行っていくため、

現在策定中の男女共同参画推進条例及び男女共同

参画行動計画にも盛り込んでいく考えでおります。 

  ドメスティックバイオレンスにつきましてです

が、本市では、母子自立支援員兼婦人相談員を１

名配置し、相談者に対し適切な情報提供や助言、

関係機関への連絡調整などを迅速に対応している

ところであります。支援の内容も、生活の安定、

子育て支援、就学、住宅の確保、医療の確保、就

労の確保、離婚の手続、精神の安定等、生活全般

にわたることから、県における専門相談機関であ

る婦人相談所のほか、平成16年４月から栃木男女

共同参画センターに配偶者暴力相談センターが新
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たに開設されましたので、これらの機関及び警察、

医療機関、ハローワーク、民間シェルター等の関

係機関などと緊密に連携し、相談窓口の充実に努

め、ＤＶ被害者の自立更生に向けて取り組みを支

援していきたいと考えております。 

  また、関係機関との連携をさらに強化する方法

として、被害者への情報提供を進め、さらに民間

シェルターへの支援も進めていきたいと考えてお

ります。 

  次に、４点目の男女機会均等のための努力目標

についてお答えします。 

  女性の意見をまちづくりに反映させ、女性が、

男性が、ともに地域社会の形成にかかわっていく

ためには、政策、方針の決定の場所への女性の参

画が重要であり、女性のエンパワーメントが課題

となっています。 

  本市の各種審議会等における女性委員の比率は、

平成17年４月１日現在26.2％と、暫定目標の30％

に達していない状況にあります。女性委員の就任

の少ない審議会等の解消については、今後とも充

て職の見直しや公募制の導入について検討するな

どその解消に努めるとともに、現在策定中の男女

共同参画行動計画へ数値目標を盛り込んで、女性

が参画しやすい環境を整えていきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ２度目の質問をいたしま

す。 

  まず、産業廃棄物中間処理場の許可についてと

いうことで質問いたします。 

  平成15年にこの産業廃棄物中間処理場の申請が

あってから、県に対して、まず旧西那須野町の時

代に平山元町長から回答書が出ております。その

中で、この計画地はフロンティアゾーン地区土地

利用調整計画において複合業務区域に指定されて

いると、当該施設の立地を想定してはいないとい

う回答書が県のほうへ出されています。また、平

成17年３月に、合併後の栗川市長のときに、その

ときの回答書でもやはり、この地域はフロンティ

アゾーン地区に属していると、複合業務区域なの

で、商業業務及び情報通信技術を活用した企業等

の誘致を図る区域と位置づけていると、ゆえに、

原則として当該施設の立地を想定していないとい

う回答を出しております。そして、生活環境の保

全上の問題がありというふうな回答書を出してい

ます。 

  それであるにもかかわらず、なぜ市はこの施設

を断るという方向に立てなかったのかということ

でお聞きいたします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今のお話ですけれ

ども、確かに意見としてはそういう形で出してお

ります。ただし、これは県の指導要綱上、そうい

うふうな意見、土地利用上の問題、生活環境上の

問題というところで、旧西那須野町、あるいは現

在の那須塩原市としては、そういう計画を持った

土地ですよと、そういう意味では意見を出してお

ります。ただし、那須塩原市になってからのその

後の部分ですね、しかしながら、あそこについて

は工業専用地域という一つの指定をしていると。

そういった中での県の判断といいますか、そうい

う一つの廃掃法、あるいは指導要綱上の一つの考

え方の中で、工業専用地域については、これは細

かい話になりますけれども、住民の説明会という

のは、我々のその意見の中で言ってきていますけ

れども、そういった意味では、指導要綱上では、

その住民の同意とかそういうものが要らない、一

つのそういうものをつくれる場所だという判断で、

県は一つの手順に従って許可をしたものと考えて
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おります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それは確かに指導要綱上

はそういう形になっていますけれども、結局フロ

ンティアゾーンに指定して、そしてこういう地域

はそういう業種はふさわしくないという判断のも

とに、やはり市は反対であるという立場をとるべ

きではなかったかというふうに考えるわけですが、

昨年３月に本県産廃中間処理場の建設反対の議会

決議をいたしました。それに対して当局ではどう

いうふうにそれを受けとめたのか、61名の全会一

致で議決したわけで、決議書に対してどのような

態度というか、立場で県に対して対応したのか、

それをお聞きいたします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 対応したのかとい

うことであれば、それに対してそういう意見が出

されているという中では、県に行ったときにお話

をしたことはあります。ただし、これは法律に、

先ほど答弁申し上げましたように、廃掃法、ある

いは指導要綱で手続を踏んで、県が許可をすると

いう中では、その一つの流れに対して反対ですよ

というような形では申し上げてはおりません。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 議会としては全員一致で

反対という決議をしているわけで、それに対して

余り重要視しなかったんじゃないかというふうに

見受けられるわけですね。 

  それから、その後、住民の2,600名に上る反対

の署名がありまして、それも提出されているわけ

です。市長もその市民の目線でということを訴え

ているわけで、そういう目線で、これに対して、

2,600名のその反対署名に対して当局はどう考え

ているか、お伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 反対の意思という

ものは、当然、2,600名の方からの署名という意

味では、それはそういう心情的な部分では受けと

めております。ただし、先ほどから何度も申し上

げますけれども、法律を破ってまでというのは、

私どもがどうのこうのではなくて、県がそれをど

う受けとめて、どうこたえてくれるのか、そうい

う部分だと思っていますので、十分そういう気持

ちというのはくんでおりますけれども、法律を

破ってという形は、同じ行政の中ではできないと

いうことをあわせて考えているところです。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ただいま法律を破ってま

でという答弁がありましたけれども、法律を破っ

てまでそれをするべきというふうに私のほうでは

言っているのではないんです。例えば五、六年前

になりますけれども、やっぱり西那須野地区井口

工業団地地内で医療廃棄物の問題が上がりまして、

医療廃棄物の中間処理場ですね、その問題で、そ

の廃棄物処理場が建設されそうになったとき、ほ

とんどもうこれは法律的には工業団地内のことで

許可が当然おりるという、同じような条件だった

わけなんですけれども、環境汚染を心配する住民、

それから行政、それから議会、みんなが一致しま

して、力を合わせてこれを不許可、撤退に追い込

んだ例があるわけですね。やはりその住民と、そ

れから行政とみんな一緒になってやれば、そうい

うところに追い込むということができるわけです

ね。当時、西那須野町長、塩原町長初め議長、議

員、それを組織する陳情団が県知事を説得して撤

退に追い込んだというのは、まだ数年前のことで

あります。 

  それから、やはり西那須野地区、４区地区で、
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産業廃棄物中間処理場に対しても、地域住民、そ

して近いところに非常に住居が多いということで

反対運動を繰り広げまして、そしてこれも撤退に

追い込んだという例があるわけです。 

  こういう中で、やはり法律を破るんじゃなくて、

これはやめてほしいと判断した場合ですけれども、

ぜひこれはここではやってほしくないというコン

センサスができた場合に、それを事業者に対して

説得していくということが必要なんじゃないかと。

そして、ですから市の態度がどうも何もしていな

いんじゃないかというふうに一般の住民から見受

けられるので、そういうことをもっと取り組んで

もいいんじゃないかということで伺いたいと思い

ます。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 行政は、まず前提

なんですけれども、基本的には住民のサイドにも、

事業計画書に対しても、法的には中立でいなけれ

ばならないんだと思っています。ただし、今、議

員から出ましたように、そういう住民の一つの反

対とか、そういう一つの安全性とかの問題で盛り

上がりの中で、今、事例に出てきた２つの件なん

ですけれども、私も、旧西那須野町の時代ですか

らちょっと詳しくはわかりませんけれども、基本

的には、さっき県が不許可……、県とは言いませ

んでしたけれども、不許可というような話も出た

ようですけれども、結局は事業者がいかに撤退す

るような一つの運動になっていくのかということ

が一つなんだと思っています。ですからそういっ

た意味で、土地利用上の問題、あるいは生活環境

上の問題がありますよという中で、そういうふう

な設置場所とかその内容があれば、行政も当然そ

れはその指導要綱に基づいてそういう意見を出し

ていって、その言葉として反対か賛成かというこ

とではなくて、そういう考え方は今後も持ってい

きたいとは思っています。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） そういうところで、今ま

でそういう経過の中で、それが本当にいいのか、

それとも住民のためによくないのかという判断を

するための住民との話し合いというのがほとんど

なされていない、住民の意向というのをほとんど

くんでいないというところに今回の問題があると

思うんです。 

  今回はもう許可になってしまったということで、

もうどんどん建設が進められているわけで、私も

必ずしもそれが悪いことだとは言っていません。

ただ、それをいいのか悪いのかということを余り

検討していない、調査検討がなされていないとい

うことで、私は非常に残念なことになってしまっ

たという思いでいるわけなんです。 

  ですから、もう少し事前に住民とも話し合いを

し、それから業者とも話し合いをして、やっぱり

行政が中心になってそれをやっていかないと、そ

の地元の区長さん単独では、それから地元の代表

議員ではなかなかそこまでやり切れないところも

あります。ですから、やっぱり行政が一緒になっ

て、本当にいいのか悪いのか、そして余りそれは

悪くないと判断したら、それは、じゃ、やっぱり

地元住民を説得して、これはやっぱり必要なんだ

ということを説得するぐらいの役目を果たしても

らいたいと思います。 

  そして、そういうことでもう認可がおりて始

まっちゃっているわけなんですけれども、やはり

回答書の中で市長は、地域住民への周知及び継続

的な合意形成を図ることということを言っている

わけですけれども、それについては何かそういう

合意形成をしていくというふうな当局の体制とい

うか、そういうことがあるのでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 
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○生活環境部長（相馬 力君） 今、議員がおっ

しゃったようなところにつきましては、今までの

経過の中で、例えば計画書が出ました、県に対し

てですね、それに対して設置のところの自治体に

対しての意見、あるいはそれを終了して事前協議

書の申請が出され、そういった中でそういう意見

を書いてきたわけですね。これは事業者が、たと

え用途地域として工業専用地域であっても、十分、

周辺住民の合意形成を図っていただきたいという

意見を県に対して出しているわけです。県は、そ

れに基づいて住民の皆さんによく説明をして、合

意形成を図ってくださいというのは再三言ってい

ると思います。ただ、そういった中で、先ほど議

員から出ましたように、経過の中で、要するに二

千何百名の方の署名があったり、一つの意見が

あったりという中で、実際には空白が経過の中に

はあると思うんです。 

  そういった意味なんですが、ちょっと長くなり

ますけれども、地元の区長さんが設置許可という

形の中で、安全的な部分の中で、今の段階での説

明を聞きたいというお話がありまして、要するに

行政としてそういうふうに業者と地域住民の間で

期間がちょっとあいちゃったものですから、そう

いう形で一つの間をとってくれないかというよう

なところで、会社側にそういう話を申し上げたと

いうことはあります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それから、やはり回答書

の中で、施設、建設物の計画、設計に当たって那

須塩原市と協議をすることというふうに書いてお

ります。２度ともそれは回答しております。その

那須塩原市との協議はどういうふうになっている

でしょうか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） これは、公害的な

意味合いでの法に基づいた、例えばボイラーです

ね、そういったものについては、その公害防止法

の関係の施設になるというようなところで、十分

届け出をし、協議をしていただきたいというのが、

一つのものがあります。これは最終的には県のほ

うの一つの部分になるんですが、あるいはそれ以

外でも騒音とか振動とか悪臭等、そういった部分

では十分うちのほうと協議をしていただきたいと

いう中で進めてきたところです。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 現実的に協議は行ってい

るんですか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 届け出の必要性が

あるもの、要するに県の許可が必要なものについ

ては、当然その申請を出させていただいて、内容

について協議をしているところは今までにありま

す。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 住民の不安を取り除くた

めにも、これはもう十分に協議をぜひしてもらい

たいと思います。 

  そして、こういうことで進んでいるものですか

ら、さらにその業者と、それから市もやはり間に

入って、地元住民との安全協定の締結については、

市としてはどういうふうに考えますか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 最初の答弁でも申

し上げましたように、まずは、今まで一度も説明

を聞いていないという、これはどうのという部分

は、いずれにしてもあったわけですね。まずは会

社側、事業者側の内容の説明を聞いていただきま

して、当然、市民として、周辺住民として、そう
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いった中で心配な部分とかというのが話し合いが

できて、そういった中である程度の合意がなされ

れば、そういう当然、協定的な部分の中では、そ

の中身をこういうふうにしなさい、ああいうふう

にしなさいというところは、当然話の中で決めて

いただきたいですけれども、そういった一つの、

先ほども申し上げましたように、防止協定をどう

結んだらいいのか、そういった部分では協力はし

ていきたいと思っています。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひこの協定にも市がア

ドバイスをしながら、ぜひこれは安全のために進

めてもらいたいと思います。 

  そして、もう既に今、建設計画が進んでいるわ

けですけれども、この施設の拡張の声が聞こえて

きているわけですね。老人会に提出があったとか

そういう問題もありますし、それから、これ以外

の場所で地権者が土地をぜひそういう施設に手放

したいというような、これはまだ確証をつかんで

いるわけではないんですが、そういう声が近隣で

聞かれるという状況にあるんですが、今度、そう

いうものが次々に申請をしてくると、１回これ許

可をしてしまった以上、ほかの業者も、その基準

にのっとった申請であればもう許可をせざるを得

ないという状況になってくると思うんですね。 

  こういうことについて、これがどんどんふえる

可能性があるということについてはどういうふう

に考えますか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 産廃の処理施設が、

先ほども議員もおっしゃいましたけれども、すべ

てが悪いということではないんだと思うんです。

ただ、今その次々にふえるのをどう考えているの

かという意味では、さっきの代表質問等の中でも、

産業廃棄物の全体の意味合いも出ましたけれども、

要するに、これを言うと誤解されるかもしれませ

んけれども、法律に基づいて手順を踏まれると、

今の段階では、その県の許可であるという前提の

中では、市町村が県に対してその許可をするなと

いう形にはなっていかないというのが現実にはご

ざいます。 

  ただし、今回の今日の一つの事業所については、

さきの新聞報道でも２次的な一つの計画みたいの

も載っておりましたけれども、そういう部分につ

いては、まだうちのほうでは全くその東武事業所

とはお話をしていませんので、今後、この今出て

いる一つの計画の中での部分でそういうお話も事

業所からは一応確認はしていきたいなという考え

方ではおります。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひそういうことも頭に

入れながら、ぜひ積極的に行動してもらいたいと

思います。 

  市民への積極的な情報の提供ということで、実

は昨年の９月７日に県の認可がおりたわけですが、

９月の議会の最中に、９月７日に県の認可がおり

ているんですね。それで、ずっとその間、議会が

続いていたわけですね。そういう中で、なぜ議会

で報告がそれできないのか、これを報告しないと

いうことは、何かもう隠しているんじゃないかと

いうふうに疑われても仕方がないような状況です

よね。どうしてこういうものが、議会であれだけ

反対決議をしていながら報告がないのか、それが

もう非常に不思議なんですが、これがどうしてな

かったんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 私がそれにお答え

するのかどうかあれなんですが、意見書を出し、

あるいは市民の皆さんが署名活動をしているとい

う、これは県に向かってやっている形ですよね。
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私どもは、一つの行政手続に基づいて、一つの流

れの中でそういうものも配慮しながらですけれど

も、やってきているわけなので、申しわけありま

せんけれども、この辺はそういう運動があるので

報告するのか、あるいは行政手続上やっている、

もっともっとあるわけですね、その産業廃棄物の

処分場の計画が出され、事前協議の段階にいって

いるものもありますし、途中で引っ込めてまた出

してくるのもありますし、じゃ、それをすべてそ

ういう形の中でやるのかというのは、私が答える

ことかどうかはわかりませんけれども、一々の報

告というのは今までは、正直申し上げまして考え

ていなかったところでございます。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 私は、議会で決議して、

３月に全員の決議があって、それを県のほうへ提

出しているものに対して、それが全く反対の認可

が出てしまったということで、それを報告するか

しないかという判断をするということ自体が全く

不思議でならないんですけれども、この中間処理

場建設については、初めから地元住民に対しても

ほとんど情報の提供というのがないというふうに

聞いているんです。地元住民へのその情報提供は

余り考えていないんでしょうかね。地元住民も、

地鎮祭がもう暮れにあって初めて、９月に認可が

あったわけですけれども、地鎮祭をやっているの

で、道路を通りながらやっとわかったというふう

な状況で、びっくりしているわけですよね。 

  ですから、どうしてそういう情報が提供されな

いのか、これだけ大きな問題ですから、やっぱり

市当局としては住民の立場も考えてもらいたい。

もちろん業者の立場も考えるのは当然でしょうけ

れども、住民の立場ももっと考えてもいいんじゃ

ないかと、どうして住民と一緒になってこの問題

に当たっていけないのかということをお伺いいた

します。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 先ほど来から申し

上げますように、市の意見としましては、住民に

説明をし、合意形成を図っていただきたいという

流れは、当然、意見書を通じ、当然、県からも事

業者にはそういう話が伝わっていると思っており

ます。ただし、幾ら事業者側がお話をしたいと

言っても、なかなかこれは難しいと思うんですが、

区長さんを通じてなり、そういう形で説明をさせ

ていただきたいという話はあるんだと私は思って

おります。 

  それともう一つ、全く話をしていないというよ

りも、ある行政区の総会の中では、ぜひ来てその

内容を説明してくれということで、支所の課長が

行って、その事業の内容、あるいは経過等を説明

したということは実際にもありますし、それが全

体の住民の皆さんに伝わったかどうかはわかりま

せんが、そういう形では一応、総会等に出席させ

ていただいて説明したという経過はございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 一部の人に一度ぐらいは

もうそういう説明があったのかもしれませんけれ

ども、地元住民からは、全く説明がないのでとい

うことで、私のところはおくればせながら相談に

来て、１月23日にやっと県の環境課に私頼みまし

て、環境課から説明に来てくれと、県では何をし

ているんだと、地元住民との話し合いができない

のかということで、そうしたら偉い人が２人来て

くれまして、そして県北福祉センターでやはり２

人出てくれまして、それから西那須野支所のほう

からも２人来てくれました。そして、地元の住民

25人ほど集まりまして、そして話し合いをしまし

た。それが初めての話し合いのようでしたし、そ
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れから県のほうからも、県のほうでは一回も業者

のほうに調査には行っていませんと、それから、

近隣、現地の調査も一回もしておりませんという

ことをそのときにもおっしゃっていました。 

  どうしてそんなことでどんどん物事が進んでし

まうのかなというふうに本当に不思議なんですけ

れども、こんな状況のもとで建設が進んでしまっ

て、市に地元住民を守るという責任が本当に果た

されているのかという疑問を持たざるを得ないん

ですけれども、もう少しその地元住民を納得させ

るような、そういう話し合いができないものなん

でしょうかね、それをもう一度お尋ねいたします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今のお話ですけれ

ども、１月23日のその内容は聞いております、私

も。支所のほうで担当が同席しておりますから。

ただ、そのお話し合いが、本当にその施設を設置

する一連の手続の流れの中でのお話だったかどう

かというのは、私もちょっと詳しくは聞いており

ませんのであれですけれども、先ほどから申し上

げておりますように、県に確認したところ、そう

いうことだったという、その県に対しての市がそ

れをどうなんだということは、ちょっと私も申し

上げづらいんですが、そういった意味で、地元住

民が県の許可の中でお話を聞きたいということに

なれば、そういう形は市としても県に対してはつ

ないでいきたい、そういうふうには思っておりま

す。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひ住民とも一緒になっ

てこれから進めていただきたいと。 

  それから、この情報公開のことでは、これは

ちょっと今の直接その中間処理場の問題とは離れ

るかもしれませんけれども、地元住民が私のとこ

ろへ相談に来てから、資料を取り寄せようと県北

福祉センターに行ったんですが、西那須野支所の

環境課のほうならすぐに取れるから支所に行って

くれということだったので、すぐその足で今度は

西那須野支所のほうへ行って、どういう申請が出

ているのか、いろいろ出してほしいと、見せてほ

しいということで、そうしたら行政情報公開請求

書を出してくれということで、ここへ書いて出し

たわけなんですけれども、そうしたら四、五日し

てから支所のほうから２人職員が来まして、これ

を公開条例の請求による書類を出すのに、大体

180日かかると。そんなことやっていたらもう半

年後になっちゃうわけですね。そんなことがある

のかということで、とりあえず、じゃ、どれなら

取れるんだということで、先ほどから話している

市長の回答書、それだけすぐに取ってもらったと

いう事情があります。 

  そんな180日もかかるなんてことがどうしてあ

るのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今のお話なんです

けれども、県が、その副本として市のほうにある

からすぐ取れるでしょうという見解は、それはだ

れが言ったかわかりませんけれども、そういうも

のじゃないんだと私は思っています。ただ、先ほ

ど議員からお話がありましたように、結局期間が

かかるということでそういう話も出たのかなとい

うふうには私はとらえていますが、これはちょっ

とお話ししますと、要は、先ほどから申し上げて

いるように、この許可までという経過は、計画書

がまず出されて、計画書というのはこういうふう

になると思うんですね。それによって一つの事前

協議を進めていいですよという県の、市からこの

事前協議書というものを申請するわけです。それ

に基づいて、もろもろの一つの内容を県としては

審査をしまして、その結果、事前協議書が協議が
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終了したので、設置許可の申請ということになっ

てくるわけです。 

  この一連の経過をすぐ見せろということになる

んだと思うんですが、今のお話ですと、住民の皆

さんからのお話でということですから。ただし、

これは先ほどから申し上げていますように、情報

公開としては市のほうの権限のものではないわけ

です、許可という意味では。そうすれば、どこを

どういうふうに見せていくのか、どういうところ

だったらいいのかというのは、その機関である県

と調整をしながら一つの整理をしていって出すと

いうような作業が、これは当然出てきちゃう話な

ので、そういった意味では時間がかかるというよ

うな形が実際には今回の場合にはあったんだと思

うんです。 

  情報公開条例からいくと、申請が出されまして、

15日以内に非開示か開示かというのを決定して、

日にちを決定しまして通知を出す。そういった手

続からいけば、できればその３回にわたる意見書

を出している部分なら、そういう手続を踏んでも

情報公開のあの日に間に合うだろうという形で、

そういうことでお話があったんだと私は解釈して

いるんですが。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） いや、それにしても、余

りにも180日というのはもう法外な数字で、これ

は何としても、それはやっぱり当局で、これは環

境課の問題じゃないかもしれないけれども、企画

課、総務課、そっちの問題になるかもしれないけ

れども、こういうことのないようにですね。実は

ニセコでは情報開示の請求ということで、普通の

自治体なら、住民は所定の用紙に氏名、連絡先、

内容を書き込むと、問題ないと判断されれば一、

二週間後にコピーを受け取ると、これは普通です

よね。ところが、ニセコでは、請求文書は不要だ

と、一切不要。しかも、すぐにすべてを出すと。

そうすると、ほとんど１分以内で出るというんで

すね。本当にもう情報開示に向けて、もう１分以

内でこれをやるんだという姿勢でやっているとこ

ろも、これは実はあるんです。これは極端なとこ

ろですけれども、やはりしかし、こういうものが

住民との間のやっぱり信頼関係にもつながるし、

これはぜひ参考にしてもらいたいと思います。 

  最後に、産業廃棄物施設がすべて悪いとは決し

て思っていません。この施設も生活に本当に必要

であり、本当に有用であるわけです。しかし、

ちょっと間違えると、反対のもう社会悪になると

いうおそれがいつもあるわけです。特に地元住民

にとってはこれが大きな不安となるわけでありま

す。毎晩眠れないと言っている地元住民も訴えて

きています。ですから、この問題については、社

会悪にならないように、行政は市民の立場に立っ

て十分な調査と住民との協働を指導していかなけ

ればならないと思われます。 

  北赤田の当該地区は、高速道路のインターチェ

ンジのわきであります。観光地塩原温泉の入り口

でもあります。また、田園空間博物館の真っただ

中にもあるわけですね。そしてまた、フロンティ

アゾーン地区の指定地域となっています。そして

また、国会移転候補地のど真ん中と言ってもいい

ところにあるわけで、サンサンタワーの眼下に、

多分でき上がると見えるようになるんじゃないか

と、幾ら工業専用地区だからといっても、当該産

廃物処理場が余り調査検討もされないままにどん

どん建設が進んでしまうことが果たしていいのか

という疑問を持たざるを得ません。もう少し何ら

かの対策、もしくは処置がとることができなかっ

たろうかと悔やまれる次第であります。 

  今後、住民とともに安心安全のまちづくりのた
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めに、市当局の一層の指導と取り組みを要望して、

この項は終わります。 

  続いて、男女共同参画に向けてということで、

先ほど前向きの答弁をいただきましたが、今ここ

でこの席から執行部席を見渡しますと、市長以下

部課長席には女性が一人も見えないんですね。こ

の世の中には男女が大体半々いるはずなんですが、

本当に不思議に思います。今までは、この状況が

当たり前のように思われてきましたよね。しかし、

今よく考えてみると、本当に不自然な状況である

ことに気がつきませんか。今さらながら驚かされ

ます。市民の問題を決定して、そして執行してい

く最高機関の議場の執行部席に女性が全く一人も

いないんですから、気がついてみるとびっくりし

てしまいます。これが先進国日本なのかなと。 

  そこで、伺います。 

  当市の女性管理職は何人いますか、そしてそれ

は全管理職の何％になりますでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 今、手元に最新のデー

タはございませんので、届けられましたら早急に

お答えをしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 私は、ちょっと古いかも

しれないけれども、データを持っているんですが、

この那須塩原市は非常に女性の管理職が多いんで

すね。それで、恐らく県内の市の中ではトップク

ラスですね。それは非常にいいことだと思います。

しかし残念ながら、この議会席には一人もいない

ということで、それは残念で仕方ありません。 

  旧西那須野町のときはずっと以前から女性がい

たわけですけれども、ところで、この１月の西那

須野地区の新春祝賀交歓会があったわけですけれ

ども、その名簿には総勢109名の人が参加してお

ります。しかし、その109名の新春祝賀会の中で

女性がたった１人なんですね。これもちょっと驚

きなんです。その前年までは女性も大勢参加して

いたんですけれども、これはまさか合併したらこ

んな状況になったということでもないんでしょう

けれども、ぜひ後退しないようにしてもらいたい

と思いますが、市長は今後、女性のこの議場席登

用の考えがあるかどうか、ぜひお伺いしたいと思

います。また、各種委員会とかそういう新春祝賀

会のような場所に積極的に女性を指名していく意

欲があるかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 市の人材登用についてでご

ざいますけれども、私どもは、女性だから、男性

だからということで職員を差別をしてやっている

ことは一つもございません。そういう意味では、

その能力に応じた中で管理職も選定しておるとい

うふうに認識をいたしておりますので、その男女

だから、女だからというものでは、職員の中での

配置については差別はいたしておりませんので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  さらに、各種団体でやる事業に参加をするしな

いは、私どもが関知するものではないというふう

に認識しておりますので、その点についてはご理

解を賜りたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 先ほどのデータについ

てちょっとお答えをしたいと思いますが、現在、

那須塩原市の管理職の数でございますが、157名

おります。そのうち女性管理職の数が32名でござ

います。女性の比率といたしましては、20.4％と

いう比率になります。 

  先ほど市長からもお話がありましたとおり、女

性職員の登用、これについては、男女の別なく優

秀な職員にあっては管理職として登用していくと

いうのは当然だろうというふうになっております
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ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ただいまの総務部長の回

答で、157名中32名と、20.4％というのは非常に

高いパーセンテージで、市の中ではもう20％台と

いうのはありませんね。そして、町で、南河内町

が39％、もうほとんどありません。非常に那須塩

原市は大勢の管理職女性がいるということですね。 

  それで、県内のある町のことですけれども、女

性の町政に対する参加を推進するために、まちづ

くり委員会にクオーター制を取り入れたというこ

とが最近新聞に出ておりました。条文の中で、男

女いずれか一方の委員の数は総数の10分の４以下

であってはならないということで、それを明記し

ているそうです。そして、今後はほかの委員会に

も波及させていきたいということです。これは

やっぱりすごい英断だと思います。 

  ヨーロッパなんかでは、多方面でこのクオー

ター制が取り入れられて、女性でなければわから

ない問題もたくさんあるわけですね。ですから、

男性と女性が一緒になって検討していくというこ

とがやっぱり民主主義じゃないかということで、

クオーター制がどんどん取り入れられているとい

うことで、また、県内の13の市の中で専門の課、

すなわち男女共同参画課とか女性青少年課、また

は人権女性課という名前で、６つの市がその女性

のための課を設けているわけです。それから、２

つの市が、専門の女性係を設けております。それ

からまた２つの市が、女性担当ということでやっ

ております。 

  当市では女性のそういう係、担当に対して今後

どういうふうに考えているでしょう。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 組織・機構関係のお話

ですので、当方からお答えしたいと思います。 

  組織・機構の抜本的な見直しにつきましては、

何度もお答えしております。今の内容のご提言も

何度もいただいておりますので、肝に銘じまして

その点は検討の対象にしてやっていきたいと思い

ます。 

  ただ、今の段階で、じゃ、その係をつくる、こ

の係をつくると個別的に言うのはいかがかと思い

ますので、全体の中で検討させていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） では、肝に銘じて対処し

たいということに期待をしたいと思います。 

  平成18年度予算の中で、男女共同参画社会の形

成促進として、18年度の予算を450万という高い

数字がとられています。そして、男女共同参画計

画策定、男女共同参画条例制定ということであり

ます。これは大変うれしいことです。 

  条例制定、それから計画策定、これはもう18年

度中にできる予定なのでしょうか、この辺の目標

をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 条例、計画につき

ましては、現在、庁内の推進案で検討しまして、

今素案づくりをしております。これができ上がり

ましたら、18年度の段階ではその素案に基づいて、
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再度、市民のパブリックコメントで意見をいただ

いて、そういった中で18年度中にはつくり上げて

いきたいと、そういう考え方であります。 

○議長（髙久武男君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） これもうれしい答弁で、

18年度中にそれができ上がるということは非常に

いいことだと思います。ぜひ中身のある計画と条

例制定を期待しております。 

  さて、少子化問題がいろいろと社会、すなわち

経済や税制、それから社会保障、地域の活力など

に影響を及ぼしております。そんな中で、女性労

働力の上昇と子育て環境の改善が非常にクローズ

アップされているわけです。女性が安心して子供

を産み、育てられる環境づくりのために、ますま

す保育園とか、それから児童クラブなどの充実を

ぜひ図っていただきたいと。この問題については、

12月議会で児童クラブを中心に詳しく一般質問を

しましたので、これは要望にとどめたいと思いま

す。 

  次に、18年度の予算書を見ていて、非常にうれ

しいビッグニュースが入ってきました。旧西那須

野町時代から旧町長にお願いしてきた、そのドメ

スティックバイオレンス支援団体に対する補助金、

これが今回予算化されたわけです。初めてのこと

で非常にうれしく思います。 

  夫の暴力から女性を守る、また子供や幼児の虐

待から子供を守るシェルターの活動は、非常に大

変な仕事なわけです。時には非常に危険なことも

あります。この活動は、ある程度は自治体が支援

していかないと、本当に資金面で運営が大変難し

い仕事なのです。今回、那須塩原市が予算づけを

してくれたことで、これから県内全市町村に向け

て、もう既に予算づけを何年か前からしてくれる

市もあったわけですけれども、しかし、県北で初

めてこれを予算づけしていただいたということで、

県内全市町村に向けて広げていきたいということ

を考えております。 

  ドメスティックバイオレンスの問題は、もう救

済するということにきゅうきゅうとしていて、基

本的にその暴力をなくすと、前向きのそのなくし

ていく運動というのが本当は大事なわけですけれ

ども、なかなかその後者のほう、なくしていくよ

うな前向きの運動までは至らないのが現状なんで

すね。これからもぜひ市当局の支援の続くことを

切望して、この項は終わります。 

  それで、男女機会均等ということは、男女が本

来は自然に半々になるのが本当は理想であるわけ

ですけれども、行政が仕掛けをしないとまだまだ

女性が参加できないという現実があるわけですね。

男女は同じという考えではなくて、それぞれの個

性、能力を発揮しながら個人の権利を尊重してい

く、ノーマライゼーション社会を築いていくこと

が本当に大事なことだと思います。男女共同参画

社会は、文化のバロメーターでもあります。 

  那須塩原市が一層レベルアップすることを期待

して、私の一般質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 以上で30番、金子哲也君の

市政一般質問を終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 眞 壁 俊 郎 君 

○議長（髙久武男君） 次に、３番、眞壁俊郎君。 

〔３番 眞壁俊郎君登壇〕 

○３番（眞壁俊郎君） どうも皆様、こんにちは。 

  議席ナンバー３番、眞壁俊郎でございます。さ

わやかにやりたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  日本においては、昨年来、あらゆるところで安

全安心に関する事項が崩壊しております。昨年12
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月に起きた今市での女児誘拐殺人事件はいまだ解

決されず、最近においても幼稚園児が登校中、別

の親に刺し殺されるという事件など、毎日のよう

に殺人事件や凶悪犯罪が発生しております。また、

住むということでは耐震偽造の問題、アスベスト

の問題、食ということではアメリカ産牛肉輸入の

問題など、生活に密着した数多くの問題が発生し

ております。 

  世界を見ると、地球規模の環境汚染問題が大き

な話題となり、特に炭酸ガスなどの増加による地

球温暖化の問題は、差し迫った緊急の課題となっ

ております。 

  このような中で、今回質問をいたします子供の

安全安心の対策につきましては、子供を持つ親に

とってはもちろんでありますが、多くの市民に

とっても重大な関心事でございます。 

  また、ごみ処理基本計画につきましては、総事

業費約130億円の事業であり、那須塩原市にとっ

ては近年の最大事業であります。循環型社会を形

成し、次の世代にバトンタッチしていくことは、

21世紀の初頭を生きる私たちの責任であります。 

  市民にわかりやすく情報公開をするのはもちろ

んであり、多くの市民が関心を持ち、人と自然が

触れ合う安らぎのまち那須塩原市ができることを

希望しまして、２つの項目について、通告どおり

質問させていただきます。 

  まず最初に、学校などの安全対策について質問

いたします。この項目につきましては、先日の会

派代表質問においても回答をいただいているとこ

ろでございますが、通告に従い各項目について質

問いたします。 

  １番、通学路の見直しなどについてどのように

実施しているか、また今後どのように実施するの

か。 

  ２番、安全な登下校の方法についてどのように

実施しているか、また今後どのように実施するか。 

  ３番、安全教育の推進についてどのように実施

しているか、また今後どのように実施するのか。 

  ４番、不審者情報などの共有についてどのよう

に実施しているか、また今後どのように実施する

のか。 

  ５番、警察との連携についてどのように実施し

ているか、また今後どのように実施するのか。 

  ６番、安全対策への予算についてはどのように

なっているか。 

  ７番、安全安心パトロール隊などの設置状況、

また今後どのように設置を図るのか。 

  ８番、安全対策のため、先生など学校関係者が

大変忙しくなっている現状であるが、今後どのよ

うな対応をするのか。 

  以上８点についてお伺いいたします。 

  続きまして、２番目の第２期ごみ処理施設整備

事業及び一般廃棄物処理基本計画について質問い

たします。 

  １番、第２期ごみ処理施設整備事業の進捗状況

はどのようになっているか。 

  ２番、住民説明の説明内容と住民の意見、要望

はどのようになっているか。 

  ３番、生活環境影響調査の評価はどのようにな

っているか、また環境保全対策はどのように考え

ているか。 

  ４番、一般廃棄物処理基本計画作成の進捗状況

はどのようになっているか。 

  ５番、一般廃棄物処理基本計画ではごみの減

量・資源化の推進が大変重要と考えるが、主な施

策はどのようになるか。 

  以上５項目についてお伺いし、１回目の質問を

終了したいと思います。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君の質問に

対し答弁を求めます。 
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  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ３番、眞壁俊郎議員の質問

にお答えをいたします。私からは、第２期ごみ処

理施設整備事業及び一般廃棄物処理基本計画につ

いての４番、５番についてお答えをいたします。 

  まず、一般廃棄物処理基本計画作成の進捗状況

についてのご質問にお答えをいたします。 

  一般廃棄物処理基本計画につきましては、現在

検討しているところでありますが、昨年実施いた

しましたパブリックコメントに対し、産業廃棄物

減量等推進審議会の意見をいただき、広報で概要

をお知らせするとともに、詳しくは各支所及び公

民館で公表をいたしたところであります。 

  今後につきましては、ごみの分別、収集、ごみ

袋の統一などについて、廃棄物減量等推進会議で

議論をしていただき、平成18年度には一般廃棄物

処理基本計画を策定してまいります。 

  計画を推進していくためには、市民の理解と協

力を得ることが重要であると考えておりますので、

予定といたしましては、平成19年度には住民説明

会の開催、広報等による啓発をしてまいりたいと

考えております。 

  次に、５番目の一般廃棄物処理基本計画でのご

みの減量・資源化の推進の主な施策はどのように

なっているのかとのご質問でありますが、計画の

基本は、循環型社会の実現を図ることであると考

えております。このため、廃棄物の減量・資源化

をしていくための施策について、できる限り廃棄

物の排出を抑制し、廃棄物となったものについて

は、環境の負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再

生利用、分別回収といった循環的な利用を考えて

まいります。 

  こうした排出物抑制及び循環的利用を徹底した

上で、適正にするということを基本と考えており

ます。そのためには、市民、事業者及び市がそれ

ぞれの役割分担を踏まえた取り組みを積極的に行

うことが必要であります。 

  いずれにいたしましても、減量・資源化の具体

的な施策につきましては、廃棄物減量等推進審議

会の審議をいただき、策定していきたいと考えて

おります。 

  このほかにつきましては、教育部長、生活環境

部長からお答えをいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 学校の安全対策につ

いてお答えをいたします。 

  通学路の見直しについて、安全な登下校の方法

について、安全教育の推進について、安全安心パ

トロール隊の設置、今後の対応についての５点に

つきましては、未来21の会派代表質問の関谷議員

にお答えしたとおりでありますので、４番、５番、

６番についてお答えをいたします。 

  まず、４番の不審者情報の共有についてでござ

いますけれども、各学校で把握したすべての不審

者情報は、警察と教育委員会へ連絡することに

なっています。教育委員会からは、市内の各小学

校、保育園、幼稚園、公民館、青少年センター、

それから子育てセンターと各支局へファクスで送

信いたします。さらに、各小学校からは、必要

に応じて学区内の自治会長さんや区長さんへ情

報提供をいたします。なお、警察からの生活安

全ニュースについても同様の処理を行っておりま

す。 

  次に、警察との連携についてでありますが、こ

れまでも警察との連携は密に行ってきております

が、現在、児童生徒の健全育成のための学校と警

察との連携に関する協定の締結に向けて準備をし

ております。この協定は、児童生徒の安全確保と

非行問題行動及び犯罪被害者の未然防止に向けて、
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それぞれがみずからの役割を果たしつつ、その役

割を相互に理解し、連携して効果的な対応を図る

ことを目的としており、３月中には締結の予定と

なっております。 

  ６番の安全対策の予算につきましては、教育委

員会の主なものとして、平成17年度は、国の委託

事業の地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業を

実践するための424万円と、構内安全対策のため

門扉やフェンスの設置費として３月補正予算で

1,984万円を計上してあります。平成18年度は、

スクールガード、防犯パトロール車の運行等に係

る学校安全推進費として476万円を計上してあり

ます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 私のほうからは、

第２期ごみ処理施設整備事業及び一般廃棄物処理

基本計画についてのうちの１番から３番までにつ

いてお答えします。 

  まず最初に、第２期ごみ処理施設整備事業の進

捗状況についてのご質問にお答えいたします。 

  平成17年３月に建設用地を取得しまして、これ

までの実績や安全性などを考慮した処理方式、ス

トーカー方式プラス灰溶融炉を選定したところで

あります。現在、施設本体等の発注仕様書の作成

業務、それから敷地造成の設計作業を進めている

ところであります。 

  平成18年度につきましては、実施設計等の作業

を進め、熱回収施設工事、リサイクル施設工事に

ついて発注する予定となっております。 

  ２点目ですけれども、住民への説明内容と住民

の意見、要望についてお答えいたします。 

  説明の内容につきましては、ストーカー方式プ

ラス灰溶融炉の仕組みや生活環境影響調査結果等

であります。 

  次に、住民の意見、要望ですが、収集、運搬に

よる交通渋滞対策、安心で安全な施設の建設など

の意見がありましたが、６自治会の自治会ごとの

意見交換は今回初めて行ったものでありまして、

今後２回程度実施したいと考えております。そう

いった中で意見、要望を取りまとめていきたいと

考えております。 

  ３点目の生活環境影響調査の評価と環境保全対

策についてご質問でありますが、生活環境影響調

査の評価につきましては、廃棄物施設を設置する

ことが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について

調査を実施し、及ぼす内容、程度、範囲などにつ

いて、その予測及び評価を行うものであります。

那須地区広域行政事務組合が平成16年10月から平

成17年９月までの１年間、大気質、土壌などの項

目について調査したもので、すべての項目につい

て、本事業における環境への影響は小さく、環境

保全についても十分配慮されている結果となって

おります。 

  また、環境保全対策といたしましては、環境に

配慮した熱回収施設を計画しておりますし、施設

整備用地は、全敷地面積の26％として、残りの森

林は保全していきたいと考えております。 

  これまで施設建設に関して専門的な立場から当

該場所の保全、保護を検討するため設置しました

動植物保全保護検討委員会などにより、動植物実

態調査等を実施してまいりましたが、稼動後にお

いても引き続き調査を実施し、自然環境の保全に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） それでは、順次再質問した

いと思います。 

  まず、学校関係の安全の問題でございますが、

この問題につきましては、一昨日の会派代表者の

－219－ 



質問の中で、質問、回答はほとんど出尽くしてお

りますが、若干のすき間をつきまして再質問した

いと思います。 

  まず、通学路の安全マップの作成についてでご

ざいますが、これはほとんどの学校で新規にまた

作成、また再整備をしたということでございまし

たが、この作成した、また再整備をしたというの

は、だれが実施したのかお聞きしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 安全マップの作成に

ついては、学校、つまり児童生徒及び教職員です

ね、それから保護者の方、ＰＴＡの関係、あるい

は地域の方、場合によっては警察といったところ

の協力を得てつくっております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ありがとうございました。 

  先ほど学校の先生だけがつくったのかなと私

ちょっと思っていましたので、そんなことはない

ということでございますので、これは了解したい

と思います。 

  やはり子供がつくるということで、自分の身を

守るというような形を非常に勉強するというよう

な形で、このスタイルは非常にいいということで

すので、ぜひ今後とも実施していただきたいと思

います。 

  このマップの活用方法については、どのように

活用していくかということをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） まず、校内に掲示し

たり子供たちに知らせて、学校内の子供たちに十

分啓発をするというのを基本に置きまして、その

ほか保護者や地域に配布をして、協力をもらった

り啓発をするといったところです。 

  それから、当然のことながら、そのマップを活

用して子供たちの教育活動に直接役立てるといっ

たことで、活用をしております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 了解いたしました。 

  続きまして、安全対策としてスクールバスの新

規の導入は考えていないということでございまし

たが、現在あるものの活用について、安全対策と

してどのように考えているのかお聞きしたいと思

います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） スクールバスの活用

につきましては、基本的には遠距離通学に対応す

るということでやっていきたいと思います。バス

によっては若干の余裕があるところはありますけ

れども、しかし、それで動き出しますと、いわゆ

る子供を守る運動等の混乱、それからスクールバ

ス活用の混乱と、その辺の境界線が全くなくなっ

てしまうという部分がありますので、現在のとこ

ろ、スクールバスを子供の安全を確保するために

活用する考えはありません。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 行政の運営につきましては、

今、決まりとか、なかなか公平公正じゃない。こ

んなことを盾にと言っちゃおかしいんですが、そ

んなことでできないというような話を私もいろん

なところから聞いております。私は、これは多分

間違いだなと思います。この場合、ぜひ安全を最

優先に、真っ先に考えるべきだと私は思っており

ます。 

  行政の運営は、公正公平に実施することは、こ

れは間違いないことであります。しかしその前に、

これからは住民のサービスを最初に私は考えるべ

きだと思います。那須塩原市においても、審議会

などを設置しまして、今まさに行財政改革を実施
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するところでございます。本当にこの行財政改革

というのは、住民の声に真摯に耳を傾け、職員の

意識を変えることが非常に私は重要だと思ってお

ります。 

  このことにつきまして市長はどのように考えて

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいま眞壁議員からは、

安全とか職員の考え方ということでございますけ

れども、当然、安全を最優先にするということは、

十分私どもも理解をいたしております。しかし反

面、行政でございますので、当然、公平さを保っ

ていかなければならないというのも現実でござい

ます。確かに学校から近くとも危険な場所もござ

いますし、遠いから危険だという考え方ばかりで

はないというふうに私どもも認識はいたします。

そういう中では、やはり行政負担というものも当

然あるわけでございますし、そういう面では地域

の皆さんの力を借りながら安全を確保していくと

いう方向で努力をしてまいりたいというふうに

思っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ありがとうございました。 

  私は、今市市の現場を先日見に行っております。

まさに学校から１㎞も離れていないというような

ところで、今は伐採などをしてかなりきれいに

なっていると、また街灯なんかがついているとい

うような状況で、大変、那須塩原市には本当にこ

れはいっぱいたくさんあるなというようなところ

がございました。 

  特に私が感じたところは、かなり住宅のほうも

あるんですが、大人の方の姿が全然見えないとい

うような状況でございました。やはりこれから安

全、防犯という形の中で、地域の活性化も含めな

がら大人の方がぜひ外へ出てきていただきたいな、

このようなことをちょっと思った次第でございま

した。ぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

  続きまして、子供を守る家、これなどが設置さ

れていると思いますが、全国で131万か所あるそ

うです。その中で１年間に警察への避難の通報が

あったという件数が、わずか20件ということでご

ざいます。まさに設置はされているが活用されて

いないということでございます。那須塩原市も多

分たくさんあると思います。これのうまい活用が

できれば、地域の安全はかなり高くなると思いま

すが、このところの活用についてはどのように考

えていますか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 那須塩原市内には全

体で1,500軒以上の方が、この運動に協力をして

いただいております。今、議員がおっしゃったよ

うに、実際にその家に逃げ込んできたという例は

今のところありません。ちょっとトイレ貸してく

ださいとか、そういう事例は若干あるんですけれ

ども。それは結果として幸いなのかなということ

でありますが、何よりも、１つは、そういう看板

がたくさん出ているということは、このうちに人

がいますよと、いつこのうちから出てくるかわか

りませんよ、ある意味抑止力という効果が大きく

あるというふうに考えております。 

  ２番目は、今回、そのような事件が発生した後、

市からはその1,500軒の協力してくださっている

お宅にはがきを出しました。基本的にはうちにい

ますよ、大体いるよという人が協力してくださっ

ていますので、できれば子供たちが登下校のとき

にちょっとうちの前に出て声かけしてくださいま

せんか、ご協力よろしくお願いしますというふう

なはがきを出して、協力を呼びかけております。 

  その結果について、何人ありましたという報告
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は求めておりませんので、承知しておりませんけ

れども、心強い子供たちの味方であるというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 今の件なんですが、やはり

子供たちにぜひその安全を守る家ですか、こちら

を訪問させていただくということが、非常にこれ

は重要になるかと思います。なかなか、あそこに

看板はかかっていますが、一回も入ったことがな

いという形になりますと、本当に危険になったと

きに飛び込めるのかというのが非常に心配になる

と思います。その辺のところをぜひ一度考えてい

ただきたいと思います。これについては回答は結

構です。 

  続きまして、安全教育の関係でございますが、

事件をきっかけに、命の授業というようなのが広

がっているようでございます。授業で、広島、栃

木の事件をどう思ったか、犯人はどんな人と思う

かなどについて、家の人と話して宿題を出したと。

翌日「犯人はどんな人だろう」と尋ねると「寂し

くて友達がいない人」、「人の命などどうでもい

いと思っている」などの意見が出た。「なぜこん

な事件を起こすのか、なぜ小学生をねらうのか」

と問うと「寂しさを埋めようとする」、「小学生

が弱いから」との答えが返った。その上で「どう

したらこういう人をなくせるのかな」と問いかけ

ました。「罪を重くする」、「いや、それじゃ、

なくならないよ」、「子供のときから大切に育て

る」、「いじめをなくす」などの発言があったそ

うでございます。自分の身を守ることを教えなが

ら、成長してどんな大人になろうかという、考え

させられる授業であります。 

  教育長にお尋ねします。このような授業をどの

ように考えるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 子供たちが、大人に対し

てやはり信頼感を深めていくということは、大切

なことであります。同時に、そうした子供に危害

を及ぼす大人もいるということで、社会に対する

一つの警戒感というのか、自分を守る意識ですね、

そういうものも反面では育てていかなければなら

ない、そういうふうに思っているわけですが、生

命を尊重する、命を大切にするということをいろ

いろな角度から教育を進めておりまして、道徳と

いう教科時間だけではなくて、各学校とも読書等、

それからいろいろな生き物を飼育したりして、生

命尊重の教育を進めているわけですが、今後、こ

の社会の中で子供たちが安心して生活できるため

の具体的な対策については、総合的に今後検討し

ていきたいと、こう思っております。 

  はっきりした回答にならないかもしれませんが。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） どうもありがとうございま

した。ぜひそういう教育を実施していただきたい

と思います。 

  続きまして、安全対策のほうでございますが、

先生の安全対策の教育についてはどのように実施

しているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 先生のためでしょうか。

これは、今、基本的には学校内の校内の安全対策

ということが１つございますね。ですから、この

ことについては、いろいろ厳格にやっている地域

もあるわけですけれども、本市としては、この学

校の周辺をできるだけ安全に保つということで、

門扉とかフェンスとか、そういう学校周辺のその

不審者を防ぐ対応をしていると。それから、玄関

に訪問者を個別に記録させる、受付簿というか、

訪問者の名簿を記載するものが用意されておりま
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す。 

  そういうことで、できるだけ学校に不審者が直

接入らないように努めているわけですが、ガード

マンとかそういうものがいるわけではありません

ので、危険は存在しております。ただ、できるだ

け複数で対応するということで、学校側に注意を

喚起しているわけです。 

  そのほか、防御用のネットランチャーのような、

さすまたとか、そういうものは予算措置をして各

学校に配置してございます。 

  学校の職員がどういうふうに不審者に対応して

いくか、教師自身の命をどういうふうに守るかと

いうことは、防犯教室等で警察の方の講習を受け

たりして校内でのそういう研修を進めております。 

  それから、今、今度特に問題になっている、校

外に教師が出てかなり行っているわけです。そう

いう時点での教師自身の身の安全ということにつ

いては、今のところ具体的にこうしなさいという

指示は出しておりませんけれども、危険を感じた

ときの対処の方法等については今後検討していき

たい、こう思っております。スクールガードリー

ダー、そしてスクールガード、そういう組織も立

ち上げておりますので、学校全体でそうした教師

の安全を今後検討していきたいと思っております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） そうですね、安全対策の教

育というところで、保護者ですか、できれば学校

でそういう対策の教育、先生がやっているような

こと、防犯の対策を子供に教えるとか、そういう

場合にぜひ、その訓練とかやっていると思うんで

すけれども、それを保護者に見せるということで、

学校、保護者双方で非常に危機意識を高めるとい

う効果が出ているそうですので、ぜひその辺も考

えていただきたいと思います。 

  もう一つは、今度、新入生、１年生が入ってく

ると思いますが、こちらに対する安全教育につい

てはどのように考えているのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 新１年生に対する安

全教育、基本的には、今までは交通安全教育で済

んでいたんですけれども、ここへ不審者からの身

を守る安全教育もつけ加えなくちゃならないとい

うことになります。この前も答弁の中でお話し申

し上げましたけれども、つまり、登下校の中で保

護者がしっかりと、子供たちが通る通学路を自分

で点検する。その中で当然、学校の安全マップも

活用する。それから、子供を守る家があるわけで

すから、それを一つ一つ点検する。そういった活

動について、学校、ＰＴＡ、保護者が、交通安全

も含めて実際的によく確認をする。当然のことな

がら集団登下校を行っておりますので、そのルー

ルについても再確認をするということになります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ありがとうございました。 

  そうですね、かなり細かい教育をしていただけ

るというようなところで、安心したいと思います。 

  続きまして、不審者情報の共有化のほうでござ

いますが、現在、ファクスで連絡体制をしている

というような状況で、私、たまたま夏休みですか、

不審者が出たというようなことで学校にファクス

が来たというような中で、学校から保護者に夏休

みだからどうしようかというような形で、たまた

ま行ったときに、この場合ですと、本当に保護者

にはほとんど通じないというような状況だったか

なと思っております。 

  今市におきましては、不審者情報のメールの送

信を開始しております。先日の新聞のほうにもあ

りましたが、登録が1,000人を超えて、３割を超

－223－ 



えたというような状況がちょっと出ていましたが、

多分、今はもっとふえているんだと思いますが、

また、子供に携帯電話を持たせると、この辺も許

可しているというようなところで、今の２つにつ

きましてどのような考えがあるのか、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） デジタル機器を使っ

た不審者情報の交換ということについて、その効

果など今後検討させていただきたいと思いますけ

れども、とりあえず今、栃木県警察本部のホーム

ページを開きますと、不審者情報が公開されてい

るんですよね。今日の分は見てきませんでしたけ

れども、１週間ぐらい前、残念ながら那須塩原市

の中でも５件の不審者情報が載っかっています。

そういう時代にもなっておりますので、そういう

こともあわせて検討させていただきたいというふ

うに思っております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ぜひ検討していただいて、

今まさに情報時代というような中で、お願いした

いと思います。 

  続きまして、警察との連携については、３月で

すか、協定書を結ぶというようなことでございま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  ８番の項目の、学校関係者が大変今忙しくなっ

ているというような状況の中で、学校の現場にお

いては、いろいろな対応を実施するに当たり、教

育現場での人員不足が当然問題になってきている

と思います。今、若年者の雇用がなかなか難しい

というような状況でもあります。正職員というの

は非常に難しいかと思いますが、臨時職員の増員、

この辺についてはできないかどうかお伺いしたい

と思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 学校安全という意味

の臨時職員の確保、あるいは警備員の確保とか、

そういうものなんだろうと思いますけれども、そ

の部分について、今増員して学校の安全を守ると

いうふうな考え方は今のところ持っておりません。

校内の安全を守るといった中で、地域の人たちが

校内の中で学校教育活動等を連携しながら、あわ

せて校内の安全について目を光らせているという

ふうなボランティア活動まで発展している地域も

ありますので、そういったことについては大いに

検討を進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（髙久武男君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 零時５６分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ちょうど締めの部分で切ら

れまして、締めから始まるというのもちょっと締

まらない話なんですが、最後になりますが、子供

を守る安全安心なまちづくりには、地域住民の全

体の力が必要でございます。そして、地域の力が

一丸となったとき、安全安心なまちができるのだ

と思います。このことは、那須塩原市の大きな施

策の柱でもあります。地域の人が一人でも多く防

犯活動に参加しやすいような環境をつくっていた

だけることをお願いしまして、次のほうの質問に

入っていきたいと思います。 

  それでは、ごみのほうの関係の再質問に入りた
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いと思います。 

  進捗状況につきましては、先ほど聞いて、ある

程度わかりました。ここのちょっと段階の中で、

住民の同意というような形の中で、今後どうする

んだというようなところでございます。ごみ施設

建設においては、立地場所、近郊の住民の理解と

協力が大変重要であります。また、理解、協力を

得ることは大変難しいことだと思っております。 

  施設建設の必要性を住民が理解できるだけの対

応や情報の開示、また住民参加の手法などは、計

画段階で組み込まれていることが多分必要だった

んだろうと思います。しかし、今までの施設建設

の進め方につきましては、そこまでしっかりした

対応とは思いませんが、今後、住民の同意を求め

るのに対して、どのような対応をするのかお伺い

したいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今、対応をどうし

ていくのかということですけれども、その前に、

確かに計画の段階でもうちょっとお話ができれば

というのは私どもも思っております。ただ、建設

の予定地がなかなか決まらなかったというような

ところもありまして、なかなか住民にそういう十

分な話ができなかったという経過はあるんだと

思っております。 

  今後の対応なんですが、先ほども答弁しました

ように、今、周辺住民としては６行政区ですね、

塩原地区が３行政区、あるいは黒磯地区が３行政

区、これは施設建設の周辺の住民の自治会といい

ますか、行政区として初めて１月に各自治会ごと

に説明会に入りました。先ほども言いましたよう

に、これから各自治会にもう２回程度は入ってい

きたいと。これは１つは、具体的に公示の内容が

決まっていきますので、そういうふうな段階での

説明と、それから実際の施行の一つの部分として

は説明を十分にしていきたいと。その中で、先ほ

ど出ました同意的なもの、あるいは環境保全の協

定等のお話を意見交換していきたいと。そういっ

た中で、それぞれの自治会の要望等もその中で聞

いていって、整理をして実行に向けていきたいと、

そんなふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 今、同意のほうと協定のほ

うですか、結んでいきたいというようなことでご

ざいますが、これは同意を受けられない場合は、

この公示については進めないというような考え方

でよろしいですか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） これは十分説明し

て、理解をいただくというのが前提で、得られな

かったらやらないというんではなくて、得られる

ように努力していきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） はい、わかりました。 

  なかなか本当に同意を受けるのは多分難しいと

思いますが、ぜひ早急な対応というか、解決じゃ

なくて、ぜひ長い目でお願いしたいと思います。 

  続いて、次のほうの質問に入りたいと思います。

ごみ処理施設の建設の総工事費が約130億円と言

われております。この中で主な事業の概算につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 概算費用としては、

前々から約130億、140億、用地費の取得からすべ

てで140億というような話をしてきましたけれど

も、現時点での具体的な部分では、18年度の予算

という形の中では、全体の費用としては100億強

なのかなと、百何億程度なのかなと。これは内容

を申し上げますと、熱回収施設、これはごみ処理

の本体ですけれども、それとリサイクルセンター
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ですね、それから造成工事と、そういった中で約

100億強なのかなというふうなことで広域のほう

からは聞いております。 

  18年度の具体的な形で申し上げますと、今回、

広域に対する負担金としましては、17億9,583万

7,000円というようなことで、18年度の広域に対

するごみ処理施設としての負担金を計上している

ところでございます。これの主な内容ですと、熱

回収施設につきましては、18年度の工事の工程の

中からいきますと、約15億7,560万、広域のほう

では予算の中で考えております。それから、リサ

イクルセンター、これにつきましては、４億

7,800万ということになっております。それから、

単年度での事業になりますけれども、造成工事に

つきましては２億というような形で広域のほうで

は予算を計上しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 概算で100億程度というよ

うな中で、１つだけちょっと確認したいのは、他

の施設というか、ほかだと温泉とかプールとか

そんな施設もつくっている場所もありますが、

そんな関係については予定しているのかどうか、

ちょっと確認したいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 具体的な意味で今、

温泉、プールというふうなお話が出ましたけれど

も、今回の今の段階での考え方としては、その先

ほど申し上げましたごみ処理施設の熱回収施設と

いうような言い方をしているんですが、これはご

みを処分した場合に出る熱エネルギーを電気に変

えて、例えばその施設内での利用をするというよ

うな基本的な考え方にありますので、そのエネル

ギーをプールに回すとかというところまではない

のではないかなという形で、広域等の中では話を

しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 地元の説明会の中で、温泉

的なものをつくってくれとかといった話は出てい

るかと思いますので、その辺につきましては、や

はりこれからの私は問題かなと思っておりますの

で、ぜひ住民のほうの意見も聞いていただきたい

と思っております。 

  続きまして、計画の段階というか計画で、平成

18年６月ころから建設工事、造成工事に入ってい

きたいというような、今、計画になっているかと

思いますが、先ほどもちょっと申し上げたんです

が、住民への説明ですか、この辺が二、三回今ま

でやっているというような状況の中で、説明の時

期もちょっと遅かったなというようなところの中

で、また説明の内容も私、若干聞いております。

なかなか、はい、オーケーですよというような説

明は全然いただいていないような、私は気がしま

した。 

  そのような中で、今後の説明、二、三回やると

いうような形でございますが、実際やはり同意と

いうような形をとらなければいけないと思うんで

すが、この辺をしっかりもう一度、どのようにや

るのか確認させてください。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 広域等のほうと今

お話をしているところなんですが、具体的には、

先ほど言いました６行政区、これを各行政区ごと

に６回、これは、それを先ほど言いましたように

２回程度やりたいなと。その意見の交換によって

はもっとふやす必要はあるんだと思っています。 

  各戸に、なぜ行政区に入っていくかといいます

のは、それぞれのその建設の場所からいっての条

件がちょっと違う状況もあると思いますので、そ
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ういった意味で、その環境保全協定なりを結ぶ上

で、それぞれの行政区ごとに入って意見を聞きた

いというようなところで、もう２回程度はやりた

いと。それで終わりではなくて、そういった中で

の意見等々をまとめた上で、全体的なものという

のもまだまだやっていく必要があると思っていま

す。これは、２回やったから終わりというんでは

なくて、その意見交換の状況によっては、もっと

もっとその話し合いをしていくというようなこと

は、広域とともに考えていきたいと思っています。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ６行政区につきまして、ば

らばらに今やるというような中で、今、条件が違

うというような中で、その条件の違いというのは

どんなところが出るんですか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 条件といってもち

ょっとあれなんですが、要は、建設予定地からし

ますと、例えば黒磯側ですと北側になる鴨内なり、

湯宮等の１年間の気象条件とか、あるいは位置的

な部分とか、あるいは折戸、遅野沢、蟇沼という

ような形の、ここの一つの設置される施設の位置

からいくと、いろんな意味で状況が違うのかなと、

そういったところから、いろんなその各戸の各行

政区の意見をまず聞いていこうと、それぞれにで

すね。そういった中から始まったという意味での

条件というようなことなんです。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ちょっとわかったような、

わからないような。 

  私は、６行政区をわざわざ別でやるというのは、

これは、おかしな意味では聞いてほしくないんで

すけれども、１つが、ここがオーケー出したよと

いう形になると、それを使いまして、あそこは

オーケー出したからあなたのところはどうするん

だというような、ちょっと若干イメージがありま

したので、その６行政区を２回という形は、私は、

それも一つの手かなと思いますが、全体の中でも

やるというような形がありますので、ぜひ全体の

中でも何度か説明会を私は実施していただきたい

と思っております。これは希望で言っておきます。

要望としておきます。 

  それで、地元の要望の関係でございますが、ご

み処理施設につきましては、まさに迷惑施設とい

うような受け取られ方をしていると思います。ま

さに周辺の住民の受け入れには困難を来してきて

おります。このような中で、自治体においては建

設に際して、地元への還元の施設とか、地域の振

興の支援、こちらを積極的に取り組むべきだと思

いますが、この辺についてはどのように思います

か。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 地域の、先ほど申

し上げました、まず、今、具体的に行政区単位に

入っていくというのは、それぞれの要望というの

があるんだと思っているんです。そういった意味

でも、意見交換をしていく中でまとめていきたい

と。当然、全体の中でそれを調整していきたいと

思っております。 

  各戸の行政区に入ったというのはまだ１回目で

すので、具体的な相違、要望等についてはまだ漠

然とした部分というのは出ていますけれども、こ

れについても整理をして、意見交換をして、今

言ったように何でもやりますというわけにはいか

ないとは思うんですが、その辺は住民と話をしな

がら、これは具体的に今度そういう周辺のいわゆ

る整備的な部分ですね、そういったものについて

は、これは広域というよりも那須塩原市が進める

ことになると私は考えていますので、十分話し合
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いをして整理をしていきたいと、そういうふうに

思っております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 多分、今、部長がおっしゃ

られたとおり、これからそのいろんな整備につき

ましては、広域じゃなくて那須塩原市、こちらが

やはり責任をとるというような形に私もなるかと

思っております。 

  その辺につきましては市長はどのようなお考え

があるか、お伺いします。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいまの質問についてで

ございますけれども、この事業主体は、皆さんも

ご案内のように、那須広域でやるということで決

定をいたして進めておるところでございます。当

然、この第２期工事につきましては、合併しまし

た私どもの市が１つでございまして、当然、地域

の整備等の要望につきましては、本市がやるとい

う考え方に変わりはございません。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ありがとうございました。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  ごみの収集車が１日300台ぐらいということを

聞いております。この地域、やはり子供の通学路

などがあります。また、道路などがかなり整備さ

れていないというような状況のところがあります

が、この道路の整備についてはどのように考えて

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 先ほど申し上げま

した、各戸に１回目に入ったわけですけれども、

その中でも一番その総体的な懸念というのは、そ

れぞれの行政区でその交通量の増大に対するこの

心配というのが、大きな意味では、話としては出

ております。これは道路をどうするのかというこ

ともあるんですが、そういった意味では、例えば

市道でしたらば所管課等、そういう所管部とそう

いう協議をしながら、交通安全というか、交通量

増大については考えていきたいなというふうには

思っております。 

  ただし、今、収集のルートというのがどういう

ルートになるのかということもありますし、そう

いった意味では、先ほど申し上げました周辺整備

的な兼ね合いとも一応あわせた形の中で、事業と

してとらえるものはとらえて、所管部と協議をし

ていきたいと思っております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ぜひ住民の方の要望を聞き

ながら、丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

  続きまして、生活環境影響調査のほうの関係で

ございますが、大気質、土壌の結果につきまして

は、勧告基準内を大幅に下回る大変環境のよいと

ころだなと私は思っております。 

  湯宮、鴨内地区につきましては、生活用水、飲

料水も含めまして裏の山から引いているというこ

とでございます。また、この近くには、ほかの地

区の水道の取り入れ口もあります。そこの取り入

れている水源が、ちょうど山の500ｍ付近という

ような形の中で、煙突とちょうど同じ高さという

ような形になってくるのかなと。ちょっとこれは

イメージなんですが。 

  その辺の関係で、河川の水質調査、こちらもも

うちょっと始まる前にぜひ実施していただきたい

と思いますが、この辺はどのように考えています

か。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今回の環境影響調

査の中でのポイントというのは、計画の中で決め

ていたところでございます。これは現状の環境に

対する基準がどうなのかと、あるいは予測してど
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うなのかと、そういうふうな調査ですので、それ

をもとにした形で、これから住民と話し合いをし

て、もっともっとその要望によっては、いろんな

調査のポイントというのをふやすことにもなると

思うんですが、今のお話のその河川については、

事業実施であります広域のこともお話しして、や

れるという形の中であれば、やっていただくよう

に話をしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） やっていただけるようにと

いうようなお話なんですが、実際に水を今飲んで

いまして、非常にここは住民が一番心配するとこ

ろだと思うんです。これは住民がやってくれと言

うからやったとかというようなお話だと、私は

ちょっと住民は納得しないんじゃないかと思いま

すが、ぜひ私はやっていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今、最初に申し上

げましたのは、住民の要望があればもっともっと、

その影響調査でやった調査の場所をふやしていき

たいということが一つだということで言ったわけ

なんですが、今出ましたその水源の調査について

は、広域のほうとも話しまして、今の時点でやれ

るという形があれば、やれるというのは、予算が

どうなっているかというのもちょっとあるもので

すから、その辺も加味して、ぜひやるような形の

中で考えていきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ぜひお願いしたいと思いま

す。 

  この地区、水道を引いていないというような中

で、水道の設置については何か考えていることが

あれば、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 水道の拡張につきまし

ては、第５次拡張事業の中に実は入っているわけ

でございますが、地形的に相当高いところの位置

に位置するわけでございますので、また、今回の

焼却場関係の用水とも絡みまして、生活環境部の

ほうと相談しながら今後計画してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ぜひ私のほうからお願いし

ておきたいと思います。 

  続きまして、ダイオキシン類の人への摂取につ

いてでございますが、一般に大気からダイオキシ

ン類が移行した野菜、あるいは肉などを通じ、人

の口から人の中に入ってくるというそうでござい

ます。口から入るのが90％ぐらいと多分言われて

いると思います。 

  当該地区は非常に農業が盛んであり、特に酪農、

水田、野菜、多くのところでつくっております。

住民にとっては、ここが一番まさに心配している

ところだと思います。土壌の調査については、今

回２か所調査してありますが、先ほど言いました

農地の調査とか、また農業生産物の調査をぜひと

もこのごみ処理場ができる前にしっかり調査する

必要があると思いますが、その辺についてはどの

ように考えていますか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 基準からいきます

と、今回の施設につきましては、１ナノグラムで

すか、基準からいきますとですね。国のガイドラ

インからいきますと0.1ナノグラムと。環境保全

協定等々の中でいけば、それを下回る形の中で、

当然、その運営管理をしていくというような措置

になっていくのかと思っております。 

  そういった中で、当然、その施設ができたこと

によって影響があったのか、あるいはどうなのか

－229－ 



というのは、これは事前に調査をしなければなら

ないという部分でございます、比較をするために

はですね。そういった中で土壌を２か所やってい

るんですが、今言ったお話を広域のほうにも伝え

て、そういうふうな調査をやるかどうか、私がや

りますと言っても、これ何とも言えない話なもの

ですから、そういうお話があったというようなこ

とで、そのやる方向でとらえてお話をしたいと

思っています。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） まさに前向きというような

話で聞いておきたい。ここに関してはぜひ、やは

り一番最初のポイントがなければまさに前には進

まないと思いますので、これは絶対やるべきだと

思っております。 

  次ですが、公害防止の協定書関係でございます

が、これを結ぶと思うんですが、そのときに環境

汚染など違反があった場合、どのような対応を図

るのかということと、今のこういうごみ処理施設

に関しては、環境の、住民と行政が一緒になって

環境モニタリング、また施設の運用をするのに、

その運用を監視するシステム等の構築などが行わ

れております。この辺についてはどのようにお考

えか、お伺いします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） まさにそのとおり

なんだと思っています。先ほどの保全協定におき

ましても、これからの話し合いの中では、先ほど

の話もあわせまして、当然、その調査の内容、あ

るいは場所、それに対する報告、あるいはその施

設のいつでも住民が立ち入りができるような状況

とか、あとはいろんな意味で、その一つの要望、

あるいはこちらの信頼関係が築けるような、その

保全協定なり対策的な部分で、住民と一緒にやっ

ていくというような形で考えていきたい、そうい

うふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） ぜひとも本当によろしくお

願いしたいと思います。 

  現在、ごみ処理施設につきましては、単なる廃

棄物の中間処理施設の役割だけじゃなくて、まさ

に循環型社会の構築の教育の場であると思ってお

ります。したがいまして、あらゆる人が集まり、

そこで働くことを考えなければならないと思って

おります。そのためにも、アメニティー施設、

温泉とかそういう施設だけじゃなくて、ハンデ

キャップのある人が受け入れやすいようなユニ

バーサルデザインの仕様をとっていただけること

をぜひお願いしたいと思います。 

  続きまして、ごみ処理基本計画について質問い

たします。 

  計画策定の趣旨でありますが、廃棄物処理法に

基づき作成するもので、那須塩原市の区域内から

発生する一般廃棄物の処理について、長期的、総

合的視点に立った基本事項を求めるものである。

この趣旨の前に、当然、計画の策定の背景がある

わけでございますが、近年、大量生産、大量消費、

大量廃棄型の社会が、国民の豊かで便利な生活を

支えてきた。一方では、この社会経済により、自

然環境の破壊や地球温暖化、資源や食糧の枯渇な

どが表面化し、地球環境の破壊、さらには人類存

亡の危機などへとつながることが懸念される。こ

れにつきましては、那須塩原市のごみ処理基本計

画の素案に書かれていることであります。そこで、

伺います。 

  ごみ処理基本計画の素案に対するパブリックコ

メントがありました。その中で、廃プラスチック

の分別、資源化は絶対必要などの意見、資源化で

きる、できないの分け方にし、市民の意識も変え

る必要があるなどと、多分意見があったと思いま
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す。プラスチック容器を燃やすと燃やさないにお

いては、燃やさなければ、ダイオキシン類、これ

が大幅に削減できると言われています。また、容

器包装リサイクル法で、消費者は分別収集に協力

すること、市町村は容器包装の分別収集に努める

こと、事業者は再商品化する義務となっておりま

す。法律でうたっていることであります。 

  さきにも述べましたが、建設周辺の住民におき

ましては、このダイオキシン類の発生については

大変心配しているところでございます。今後、ご

み処理基本計画の中で、プラスチックの分別の資

源化については多分、今検討しているというよう

な、広報に今出ておりましたが、この辺を部長は

どのように考えるのか、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 確かに今の循環型

社会を形成するという意味では、要するに今まで

燃えるごみと言っていたものを、資源にできるも

の、そうではないものというのは、確かに私とし

てもそれは十分認識しております。ただし、実際

の問題として、これを実践するのは事業者であり、

事業者というのは、要するに生活をしている中で

の事業所であり、あるいは市民なんだと思ってい

ます。 

  このときに、今のその容器包装リサイクルと出

ましたけれども、確かにうたい方はそうなんです

が、実態としては、今は市町村がすべて分別をし

たものを経費として大多数を見ている部分なんで

すね。こういったものを本当に国がどうしていく

のか、そういう確立も踏まえないと、例えば燃え

るごみとは言わないで資源化、あるいはそれ以外

のものというような形の分け方というのもあると

は思うんですが、これを実際に実践するというの

は、パブリックコメントの中では、これは収集、

分別の分別の方法に入ってきている中だと思いま

すけれども、要するに例えば塩原がやっている４

種10分別がいいよというような意見もありますし、

今、黒磯地区がやっている７種分別がいいよとい

うような意見もございます。 

  そういった中では、私は理想としてはそういう

ふうに思いますけれども、実際に取り組む住民と

いう方にどういうふうに協力がいただけて、理解

ができるのかということも、今回の基本計画の中

では十分、審議会等で議論して決めていきたいと、

そんなふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 十分に考えていくというこ

とでございます。最初のほうの言い回しになると、

住民ではできないんじゃないかというようなイ

メージがちょっと起きましたが、水俣市において

は、ちょっと何項目かは忘れましたが、かなりの

分別というような形の中で、住民がしっかりそう

いうことをやっているところもあります。 

  先ほども、最初の趣旨のほうにありますが、や

はりこれから資源、非常になくなってくるという

ような中で、これは那須塩原市の市民が考えるこ

とだけじゃ、もう全然間に合わないというような

形だと私は思っております。やはり世界、これか

らどんな形になるかわかりませんが、温暖化、環

境、こういう部分で大変難しい時代になるんだと

思います。 

  私、最初に申し上げましたが、21世紀を生きて

いる私たちが、こういう循環社会、持続可能な社

会をつくって、私たちの後の100年後、200年後に

残すことが私たちの絶対の使命だと思います。ダ

イオキシンにつきましては、大変不明なところが

たくさん今もあります。これはなるべく発生させ

ないことが非常に大変重要だと思っております。 

  市長の所信表明にもあります住民の安全安心の
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ためにも、この計画についてはしっかり検討して

いただくことをお願いしまして、私の一般質問を

終了したいと思います。ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で３番、眞壁俊郎君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（髙久武男君） 次に、８番、東泉富士夫君。 

〔８番 東泉富士夫君登壇〕 

○８番（東泉富士夫君） 議席番号８番、東泉富士

夫でございます。それでは、通告制によりまして、

３点についてご質問をさせていただきます。 

  まず最初に、県道拡幅と歩道の設置について。 

  県道259号、通称接骨木、横林街道は、那須塩

原方面へ行く便利な道路として年々通行量も多く

なっている。しかし、歩道がなく、地域住民を初

め生徒児童の通学路としては大変危険な道路に

なってきている。 

  また、東北道と県道が交差しているトンネル内

は、幅員が６ｍで、片側に狭い歩道がついている

現状であります。トンネル付近は、緩やかなＵ字

型になっており、上り下りの車が見えにくく、か

なりスピードも出ており、児童生徒が歩道のない

方を通る場合は、想像もつかないほど危険な状況

に置かれています。 

  従来、児童生徒の保護者から、県道を拡幅し歩

道の設置と、東北道に歩道用トンネルの要望を受

けてきました。今後、この安全対策についてどの

ようにお考えかお伺いします。 

  次に、２点目のガードレールの安全対策につい

て。 

  塩原温泉街を通る国道400号は、観光地で、四

季を通じて相当の観光客が商店街を散策されます。

しかし、道路が狭いため歩道が十分でなく、危険

な箇所も見受けられます。 

  その中で、特に塩原温泉ホテル前の国道400号

風見鶏館から三條屋の間約20ｍは、ガードレール

が低いところで約70㎝、高いところで80㎝という

状況で、道路のがけ下水面までは十数ｍはあろう

かと思います。万が一を考えると大変懸念されま

す。 

  また、冬になると20㎝から30㎝の積雪になるこ

ともたびたびあり、地域住民を初め児童生徒の通

学にも大変危険な状況に置かれています。 

  さらに、観光地といえば、安全で安心な旅を楽

しんでいただくことが何よりも大切なことであり

ます。今年は塩原温泉湯っ歩の里もオープンし、

人通りもさらに多くなります。今後、ガードレー

ルの安全はどのようにお考えかお伺いいたします。 

  ３点目の公共事業のコスト削減について。 

  バブル崩壊後、民間工事に比べて割高と言われ

ている公共事業ですが、1990年代を通じて高どま

りしていることも明らかになっています。 

  内閣府の地域経済レポートによれば、90年度に

は公共工事と民間工事の建築単価はほぼ拮抗して

いましたが、民間工事は92年度から下落し始め、

2000年度では公共が民間よりも１㎡当たり約９万

円上回っていると言われる。現在はさらに価格差

が広がっているものと思います。今、政府も公共

事業のコストを引き下げるために、入札制度の改

革に積極的に取り組んでいます。 

  財政難と言われる今日、国民の税金で運営され

ている自治体は、今後の公共事業のコスト削減に

ついて研究、努力がさらに要求されていくものと

考えます。なお工事の積算を厳しく査定し、入札

や契約方法を工夫するなど、コストを徹底的に減

らす努力を積み重ね、民間手法を導入するなど公

共事業の圧縮に努めることは、大変重要な課題で
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あると考えます。 

  今後、本市は、公共事業のコスト削減について

どのようにお考えか、お伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ８番、東泉富士夫議員の質

問にお答えをいたします。私からは、公共事業の

コスト削減についてお答えをいたします。 

  公共事業のコスト削減につきましては、事業を

効率的に執行することがまず必要であるとの認識

から、１つとして、主要事業への重点投資、２つ

目といたしましては、合併施行や新技術工法によ

る経費及び工期の縮減、３つ目といたしましては、

リサイクル材の積極的な使用と削減を対策の柱と

いたしまして、契約、設計積算、審査等に努めて

おるところであります。 

  また、施工業者にしましては、個々の現場にお

ける高度技術や創意工夫の発明を促す自主提案制

度等を設け、建設から維持管理の各段階における

コスト削減の一助としているところです。しかし

ながら、コスト削減だけに主眼を置き、社会資本

が本来備えるべき品質の低下や、価格のみを意図

的に下げることで下請業者や労働者への不当なし

わ寄せが起こるようなことになっては、公共事業

の本来の目指すべきコスト削減にはつながりませ

ん。 

  このため、ご提案のありました入札制度の見直

しとあわせて、価格と品質を総合的に評価するコ

スト削減行動計画を平成18年度に策定し、全庁的

なコスト削減対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  このほかにつきましては、建設部長より答弁い

たさせます。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） それでは、私のほうか

ら、１番と２番につきまして答弁させていただき

たいと思います。 

  まず、県道拡幅と歩道の設置についてお答えを

申し上げます。 

  ご質問の箇所は、一般県道折戸西那須野線であ

り、県が管理する道路であります。当路線は、東

北自動車道との交差部を含め、全体的に幅員が狭

い上に大型車両の交通量も多く、児童生徒の通学

路として非常に危険な状況にありますので、道路

改良及び歩道の設置につきましては現在までも要

望しておりますけれども、今後も引き続き県に要

望していきたいと、このように思っております。 

  次に、ガードレールの安全対策についてお答え

を申し上げます。 

  国道400号に設置されております当ガードレー

ルにつきましては、県が管理する施設であります。

ご質問の箇所は、歩道もなく、ガードレールの真

下は箒川となっており、大変危険な箇所と思われ

ます。また、本年７月には塩原温泉湯っ歩の里が

オープンする予定でございます。今後も観光客の

増大が見込まれますので、歩行者の安全対策の一

環として県のほうに強く要望してまいりたいと、

このように思っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  まず、第１点目の県道拡幅と歩道の設置につき

ましては、児童生徒の安全のために、長年の地域

住民の強い継続的な要望でございます。また、高

速道路の下に歩道用のトンネルをつくってほしい

ということも同様でございます。しかし、長年の
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間、何の前進もなく今日を迎えているのが現状で

ございます。 

  理由はいろいろあろうかと思います。しかし、

同じような近隣地域においては、着々とこの歩道

の整備が進んでいる地域もあります。例を見ます

と、同じその県道であります大貫街道、また宇都

野街道が挙げられます。それらを考えますと、接

骨木、横林街道、折戸までのこの区間については、

何か一歩前進の見通しの立つような方策はないも

のかどうか、この行政の専門的な立場から再度お

伺いをしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 市道ではないので県に

お願いするしかない、こういう状況でございます。

そういう中で、今、議員おっしゃるとおり、前か

ら要望が出ているということで、市としましても

県には要望しております。 

  ただ、そういう中で、経過の中ではどうしても

地主さんのご協力がないと整備ができないと、こ

ういう状況だと思います。ですから、そういうと

ころも含めて、ぜひ地元と地権者のご協力が得ら

れるような方策をとっていかないと、県もなかな

かそちらに入っていけないのかなという気がして

いますので、そちらも市としましても、そういう

ところも地元に入って意向を伺いながら、続けて

県に要望していきたいと、このように思っており

ます。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ありがとうございました。

大変よくわかりました。 

  それから、この高速道路の下、トンネル内なん

ですが、片側に歩道がありまして、しかし、片側

は非常に狭い状況になっております。そういった

わけで、行っていただければ、その現場を見てい

ただくと、大人ではとてもあそこはちょっと通れ

ないのかなと、こんな思いがするわけですけれど

も、この高速道路の下に歩道用のトンネルをつ

くったような例というのは県内にあるのかどうか、

その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 私も詳しいことはわか

りませんけれども、例として、そこをやったかど

うかはわかりません、見受けた場所は、塩谷から

宇都宮に行く道路なんですけれども、そこに道路

とは別に歩道のトンネルといいますか、そういう

ものがあるものは確認はしております。ただ、そ

れがいつの時期、その改良にあわせてやったのか

どうか、その辺はわかりませんけれども、そうい

う状況はあります。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） わかりました。そういっ

た例があれば、ぜひ前向きに県のほうにも要請し

ていただいて、一日も早く、できましたらそう

いった歩道用のトンネル、ボックス的なですね、

つくっていただきたいと、このように要望をして

おきたいと思います。 

  とにかくこの当地域は、多くの分譲地がまだま

だあります。そういった意味では、住宅も徐々に

ふえております。また、児童生徒の数も年々ふえ

ている傾向にあります。しかし、今後ますますこ

の通行量が多くなると、そういう予想がされるわ

けです。特に、先ほどからもお話ございましたが、

本市のこの中に第２期ごみ処理施設事業の開始と

いうか、その完成後も接骨木、横林街道、この県

道を車が、相当の交通量が多くなるんではないか

なと。そういった面では、地域の方も相当懸念、

心配をされております。その辺について、対応に

ついてはどのようにお考えかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 
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○建設部長（君島富夫君） 確かに現状は議員のう

ちから上のほうは、関谷地区、折戸地区に向かっ

てかなり狭い状況でございます。もちろん道路管

理者もその辺の状況は十分知っていると思ってお

りますし、今お話もありましたように、焼却場が

できればそういう状況も出るだろうと、こういう

ふうに考えますので、その辺もあわせて要望して

いきたいと、このように思っております。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ありがとうございました。 

  それから、ちょっとこれは確定的なあれじゃな

いんですけれども、ちょっと耳にしたことなんで

すが、国道259号、接骨木街道といいますか、そ

こがなかなか思うように進まない。そういったあ

れでは、今後将来的に国道４号線からあの蛇尾川

の河川敷のところから折戸に向かって、新たな道

路をつくるというような、これはうわさ的なあれ

なんですが、県というか本市としては、そういっ

た考えというか計画、予定はあるのかどうか、そ

の辺についてもちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 県道としての計画は聞

いておりませんし、市としての道路整備基本計画

を今立てておりますけれども、その中でも考えて

はおりません。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） わかりました。ありがと

うございました。 

  いずれにしましても、今、先ほどご答弁いただ

きましたように、地域住民の地権者の問題、これ

が非常に大きな要素を占めているんだなというこ

とも認識をいたしました。 

  今後、私ども、地域住民とともに、協力できる

ことは最大限に協力しながら、やはり地域住民の

要望に沿って、一日も早くできるように努力をし

てまいりたいと、今後ともさらなるご尽力を行政

にお願いしたいと、このように思っております。 

  それから、この第２点目のガードレールの安全

対策、これは現場を見ている方はよくご存じだと

思いますが、今まで事故が起きなかった、これが

もう不思議なぐらいで、私はそのように思ってお

ります。やっぱり一日も早く、できましたら今度、

湯っ歩の里も今年は完成するということで、地域

の方も、また特に児童生徒の方、地域住民の方、

大変強く要望されておりますので、この辺も一日

も早く完成することをお願いしておきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  それから、最後の３点目でございますが、３点

目のこの公共事業コスト削減について、この行財

政改革が叫ばれている今日、公共事業のコストの

削減は、極めて私は重要な課題であると、このよ

うに考えております。そこで、何点かお伺いをし

たいと思います。 

  先ほど市長さんからるるご答弁あったわけでご

ざいますが、まず、この内閣府の地域経済レポー

トによれば、2000年度では公共事業が民間事業よ

りも、１㎡たり約９万円上回っていると言われま

すが、本市においてもほぼ同額と解釈してもよい

でしょうか、お願いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 東泉議員が今ご質問の

中でおっしゃられました額につきましては、私ど

ものほうでも同様の資料を持っておりまして、そ

の額については間違いないというふうに認識はし

ているところであります。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 了解しました。 

  いろんなこの価格については、やはり先ほど市

長さんからもありました、余り価格が低いと、や

はりいろんな建築物の内容に、中身についていろ
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いろ問題が生じてしまうと、そのような問題も

あったかと思いますが、それでは、なぜこれまで

にこの民間と公共との価格差が生じてしまったの

か、率直なお考えがありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） なぜその価格差が生じ

たのかという大変難しいご質問でありますが、私

ども、公共事業を発注するに当たりまして、適正

なコスト、価格、そういったもので設計をさせて

いただいております。そういったものを例で言い

ますと、建設物価ですとかそういったものを参考

にしながら、あるいはまた国土交通省から出され

ておりますそういった単価等々を基準にした形で

適正な設計を工夫していただいているという状況

にございます。 

  これは一概に民間と比較をするというわけにも

なかなかいかないということもございまして、そ

のために、先ほど市長がおっしゃられましたよう

な、答弁をしましたような、コストの縮減、削減

に向けた取り組みを平成18年度始めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） いろいろあろうかと思い

ますが、私は、基本的にはこの入札制度の根本的

な改革が大変重要な課題であると、このようにも

思っているところであります。 

  話は変わりますが、今回、北関東自動車道未整

備地区の工事予算は当初予算より４割カットとい

うことが、新聞でつい最近報道されております。

当初予算金額が1,751億円であります。それが何

と当初予算より約４割カットの1,101億円で、東

日本高速道路会社が、従来の規格、設計のまま、

きめ細かい検討でコスト削減ができるとしていま

す。これは私は、一般的に考えれば、４割もの削

減というものは、大幅に規格を変えなければとて

も不可能ではないのかなと、素人ではそのように

思います。しかし、会社側にとっては削減が可能

だと、このようにも言っております。そうします

と、当初予算にかなりの余裕があったんではない

かな、このような考えを持ってしまいます。 

  また、私は今回いろいろとご答弁もいただきま

したが、もう一つは、この民間手法に学ぶという

ことであると思います。優秀な企業は、大小を問

わず、幾度となく大きな試練を徹底して企業努力

によって乗り越えているのが現実であると思いま

す。この点も今もご答弁をいただいておりますが、

この点についても何かお感じになる点がございま

したらお答えをいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 確かに民間の企業の

方々の努力といいますのは、大変な努力をされて

いると、私ども十分認識をしているところでござ

います。 

  コストの削減、こればかりにやはり目がいって

しまいますと、私どもが計画をしております公共

施設等々の適正なそういった完成、あるいは目的

を持った施設ができないというおそれもございま

す。その辺のところは十分に勘案をしながら、コ

ストの削減に向けた取り組みは必要であろうとい

うふうに思っております。 

  また、入札制度についても議員からお話がござ

いましたが、私ども、今行っておりますのは、通

常の指名競争入札というふうな手法をとっており

ます。この制度に関しましても、一般競争入札で

すとか公募型の競争入札ですとか、そういったも

のの導入について今検討に入っているところでご

ざいます。 

  そういったもろもろの事例を総合的に勘案をし

て、公共事業の発注に当たっては、最大限の努力
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をしながらコスト縮減、削減に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ありがとうございました。 

  関連でありますが、確かに余りその金額ばかり、

単価ばかりコスト削減すると、いろんな問題、支

障も起きてしまうのかなと、こういう考えも当然

あるかと思います。しかし、これは日本の世界の

企業も、やはり生き残っている企業というのは、

最大限の企業努力によって、徹底したそのコスト

削減によって、日本の大企業、電機メーカーとか、

また自動車メーカーとか、本当に世界を圧倒する

ような企業に成長しているわけでございますので、

私は、その辺は大いに公共事業、行政になってほ

しいなと、このようにも感じておりますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

  いずれにしましても、今、国も地方自治体も財

源不足、財政難であることは否めません。行政の

運営については、すべて国民の税金で賄われてい

ることも確かであります。また、今、景気は上向

きであると言われておりますが、しかし、それは

一部の大企業であり、大半以上の企業、サラリー

マンの方々にとっては、必死の努力を重ねながら

税金を納めていただいているものと、このように

思っております。そう思うと、国民の皆さんから

預かった税金はわずかなりともむだにできない、

そして、限られたこの財源の中で最大の行政効果

を上げていくことは当然の責務であると考えます。 

  どうか今後、本市の公共事業のさらなるコスト

削減に期待を寄せ、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で８番、東泉富士夫君

の市政一般は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 君 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

〔２３番 若松東征君登壇〕 

○２３番（若松東征君） 23番、若松でございます。

一般質問に入らせていただきます。午後が２時も

過ぎまして大変お疲れと思いますけれども、少し

私の話にも耳を傾けていただきたいと思います。 

  では、１、情報通信技術（ＩＴ）講習推進特例

事業についてから、２、道路行政について、３、

保育園の安全対策についてということで、３項目

に分けて順次質問をさせていただきます。 

  １の情報通信技術（ＩＴ）講習推進特例事業に

ついては、５年前に国の自治省によって、全国

545億円の予算をとり、多分全国で約550万人の受

講を受けたと聞いております。その中で、当黒磯

市が今までこの補助事業にどのようにかかわって

どのようにされたかということで、⑴の情報通信

技術関連特別対策情報通信設備整備事業について

お伺いいたします。 

  ①補助事業者は、補助対象事業の内容はどのよ

うに実施されましたか。 

  ②整備の内容について、ＩＴ講習を実施するた

めに必要な設備の整備に伴う据えつけ工事、なお、

障害者に配慮したパソコン設備の整備内容をお伺

いいたしたいと思います。 
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  続きまして、③の文部省は自治省と連携協力し、

ＩＴ普及国民運動の一環として、高齢者や女性等

を初めとする地域住民がパソコンやインターネッ

トの操作方法の基礎技術を利用したＩＴ基礎技術

講習を実施されてから５年は経過していると思う

が、行政運営の効率化を─これちょっと言葉が

足りなかったので申しわけないんですけれども

─図られたか、また身近な公民館を利用しての

住民票、印鑑証明等の交付はできないか、お伺い

いたします。 

  続きまして、大きな２番の道路行政についてお

伺いいたします。 

  道路行政については、今回３月議会で市長が決

意表明した中の市政運営の基本姿勢ということで、

１、２、３、４と挙げております。第１には、絶

えず市民の目線に立つこと、第２は、公正で公平

な市政運営を行うこと、第３は、市の一体感とい

うことで書いております。第４、これが重要かな

と思いますけれども、市民の声に耳を傾け、地域

市民の活性化をしていくことということでありま

す。それで、最後に、そして安全・安心で快適に

暮らせるまちづくりに全力で取り組む所存であり

ますと書いてあります。 

  そこで、道路行政について質問に入ります。 

  歩道の安全対策についてお伺いいたします。 

  県道黒磯黒羽線、黒磯警察署前にはエイトタウ

ン那須塩原出店計画があるが、歩道の整備計画は

はどのようにされるのかお伺いいたします。 

  ②市道164号七区縦線の安全対策について、エ

イトタウン那須塩原との落差が、高いところで約

２ｍと聞いているが、通学路に対する安全対策は

どのように考えているのかお伺いいたします。 

  また、国道４号バイパスと市道黒磯七区線の交

差点に歩道橋の設置はできないかお伺いいたしま

す。 

  続きまして、大きな３の保育園の安全について

お伺いいたします。 

  児童福祉施設最低基準というその条例がありま

す。これは、昭和23年12月29日に、厚生省で第63

号ということで設置された法でございます。その

中に、最低基準は、児童福祉施設に入所している

者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、

かつ適切な訓練を受けた職員（児童福祉施設の長

を含む。以下同じ）の指導により、心身ともに健

やかにして社会に対応するように育成されること

を保障すると。これは第２条でうたわれておりま

す。 

  その中の第33条の中の２では、保育士の数は、

乳児をおおむね３人につき１人以上、満１歳以上

３歳に満たない幼児はおおむね６人につき１人、

満３歳以上は４歳に満たない幼児をおおむね20人

につき１人以上、４歳以上の幼児はおおむね30人

につき１人以上とする。ただし、保育所１つにつ

き２人を下ることはできない、下がることはでき

ないと書いております。 

  その中にもう一つ、第34条、保育所における保

育時間は１日につき８時間を原則とし、その地方

における乳児または幼児の保護者の労働時間その

他家庭の状況を考慮して、保育所の長がこれを定

めるとあります。 

  その次に、もう少し重要な点なんですけれども、

省いて言っておきます。第35条、自由遊び及び昼

寝のほかということで、この中にいろいろと出て

くると思うんですけれども、41条では、児童の部

屋の１室の定員はこれを15人以下とし、その面積

は１人につき3.3㎡以上とすると明記されており

ます。 

  そんな形の中で保育園安全対策はどのように行

われているのか、これをお聞きしたいと思います。 

  続きまして、(1)のゆたか保育園、とようら保
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育園の駐車場の安全対策についてお伺いいたします。 

  保育園児の送迎時には、駐車場のスペースが狭

いため、事故等が起きやすい状況にあると思われ

ます。駐車場のスペースの拡張はできないだろう

か、お伺いいたします。 

  (2)とようら保育園の園庭について。 

  園児数の比率に対し園庭が狭く、イベント時に

はもちろんのこと、ふだんも園児たちが伸び伸び

と運動ができないために不便を感じているので、

園庭を拡張することができないだろうか、お伺い

いたします。 

  これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 23番、若松東征議員の質問

にお答えをいたします。 

  私からは、とようら保育園の園庭についてとい

うご質問でございますので、その点についてお答

えをいたします。 

  駐車場のスペースが狭いというご質問ですが、

登園時間、退園時間と同じ時間帯に集中して送迎

することから、運転には十分に注意をしていただ

くよう再々、保護者の皆さんにお願いしていると

ころであり、行事等のときには近隣の空き地を協

力していただくなど駐車場の確保に努めており、

駐車場の拡幅につきましては物理的に問題もあり

ますので、現行のまま様子を見たいと思っており

ます。 

  次に、とようら保育園の園庭についてでありま

すが、国の改定基準では278.1㎡となっておりま

す。現在の園庭は1,300㎡あり、国の基準の4.5倍

の広さであります。これらにつきましても、関係

者のご理解を得るとともに、現行のまま様子を見

たいと思っております。 

  また、それ以外の質問については、通告にござ

いませんので、私のほうから答弁はいたしません

ので、ご理解をください。このほかにつきまして

は、企画部長、建設部長より答弁いたさせます。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 私のほうからは、１番

目にありましたＩＴ講習推進特例事業につきまし

てお答えをいたします。 

  情報通信技術関連特別対策情報通信設備整備事

業につきましては、平成13年度に文部科学省が学

習活動支援設備整備事業費として、社会教育施設

においてパソコンやインターネットの操作等を学

習するために必要な環境整備を図る地方公共団体

に対しまして補助を行ったものでございます。 

  内容につきましては、旧黒磯市、旧西那須野町、

旧塩原町ともパソコンやプリンターなどの周辺機

器の購入及び配線工事等を行いましたが、特別に

障害者に対応した機器の整備は３市町とも行って

おりません。 

  次に、公民館を利用して住民票、印鑑登録証明

書等の交付ができないかということでございます

が、住民票の写しや印鑑登録証明書につきまして

は、ご承知のように、支所、出張所でも交付でき

ることとなっております。那須塩原市においても、

３支所、１出張所で交付してございます。また、

それぞれの支所、出張所においては、週に１日で

はありますが、トワイライトサービスを実施して

おり、加えて西那須野支所では自動交付機も設置

されており、平日はもちろん、土日、祝日も利用

することができます。この自動交付機につきまし

ては、黒磯支所においても18年度中に導入予定で

ございます。 

  こうしたことから、今のところ市民の窓口は充

足していると思っておりますので、当分の間、公
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民館等での交付は考えてございません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） それでは、２の道路行

政につきましてご答弁申し上げたいと思います。 

  道路行政の中の歩道の安全対策についてお答え

をいたします。 

  まず、エイトタウン那須塩原の出店に伴う歩道

の整備計画につきましては、県道黒磯黒羽線側の

出入り口に右折のための付加車線を設けるため、

歩道はその外側につけかえをすることで栃木県と

協議が進んでおるようでございます。 

  また、市道、議員が164号とおっしゃっていた

んですけれども、この道路はバイパスから下に向

かう道路になりますので、多分118号、豊浦七区

線の間違いではないかと、このように思っており

ますので、それで答弁させていただきます。 

  起点部分では、エイトタウン那須塩原の造成面

が低くなるため、市道との段差が生じることとな

ります。この対策といたしましては、事業者の負

担により市道起点部分の一部改良やガードレール

などの安全施設を設置することとなっております。 

  次に、国道４号バイパスと市道下黒磯七区線の

交差点に歩道橋の設置はできないかということで

ございますけれども、歩道橋を設置する場合は、

利用者がかなり見込めることや、近隣に代替の横

断施設がなく、隣接地権者の同意が得られるかな

どを総合的に判断して決めていると、国土交通省

宇都宮国道事務所から伺っております。 

  ご質問の交差点は、横断歩道及び信号機が設置

されておりまして、また、約200ｍ西側、西那須

野方面へ向かっての付近でございますけれども、

歩道橋が設置をされている現状で、さらに利用者

も少ないことから、新たな歩道橋の設置は大変難

しい、このように伺っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ２回目の質問に入らせて

いただきます。 

  情報通信技術（ＩＴ）講習推進特例事業という

ことでお尋ねして、おおむね答えはいただいたと

ころなんでございますけれども、合併をいたしま

して、その後、合併前から始まった事業だと思い

ますが、平成12年からですから。すると、これに

携わって講習を受けた那須塩原市の方々はどのぐ

らいいたのか、それがもしわかりましたらお聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 公民館でパソコン講

習会を行っておりますけれども、例えば平成17年

度ですけれども、多いところで東那須野公民館が

延べ237人、少ないところでも高林公民館の11人

ということで、合計９か所の公民館でパソコンの

講習会が行われ、合計で延べ1,100人ぐらいが１

年間で受講しているというふうな実績が出ており

ます。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 延べ1,100人ということ

でありますけれども、その中でいろんな形の中で、

私もこれ質問の中でちょっと言葉が足りなくて、

３の文部省ということであった中で、５年間は経

過していると。今、小学校も中学校もそういう形

で勉強しているのかなと思いますけれども、そん

な中、市においてもそういう形のものが進んでき

たと思うんですね、国の自治省で始まったことが。

そういうものを経過した中で、５年経過した中で、

市の行政効率化というのがどのぐらい進められた

んだか、また簡素化されたんだか、その点がわか

りましたらよろしくお願いします。 
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○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 数量的にお話しするの

が非常に難しいご質問ですけれども、先ほどの関

連事業と行政効率化とは、若干その切り口が違う

ように思います。国民のといいますか、地元から

すれば市民のＩＴへアクセスできるように、また

その技術を学ぶようにという事業でありましたの

で、行政の合理化とかという分野を期待してス

タートした事業ではない。ご質問にありますよう

に、講習事業ということですから。 

  ただ、派生して、那須塩原市の統計はございま

せんが、県のレベルの統計で言いますと、イン

ターネットへのアクセスの量が飛躍的に伸びてき

ております。人口の半分程度の方はアクセスでき

るという一方から考えると、我が方でありますそ

のホームページへのアクセスなり、いろんな情報

をとって市民の活動が便利になっているんじゃな

いかと、それがひいては行政活動にも役立ってい

るんではないかとは思っております。お答えにな

るかどうかわかりませんが、そういうような状況

でございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 国民のという、今答弁の

中でありましたけれども、国民ということは、行

政サイドも含まれるのかなと私も思ったものです

から、こういう質問になりました。その辺も含め

てもらいたいと思う。 

  確かに国民のというと、じゃ、行政は別で、全

部が国民、ほかの人が国民とか、そういう言葉

じゃないと思うんです。その辺を理解してもらい

たいと思う。 

  そういう活動の中でされた、例えば旧黒磯市全

体でもかなりのお金が導入されて、それのために

我々も講習を受けました。市の職員も受けたと思

います。その観点の中から聞きたいということは、

それで行政サイドがスリム化できたのかなと、で

きたんじゃないかなと思うんです。その辺どうな

んでしょうか、もう一度お願いします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 職員側の研修は、内部

研修といたしまして講習を行っております。現在、

おおむねですが、現場の職員で持っていない方は

いますが、おおむね１人１台の配置ができており

ますので、連絡調整なりデータベースへのアクセ

スが非常に容易になっておりますので、迅速な事

務処理ができていると思います。特に財務会計等

も、どこかに行って１か所でやるんじゃなくて自

席で処理ができていますから、移動時間等も少な

くなっておりますので、より効率化できていると、

そのように思っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 多分いろんな形でそうい

うスリム化が、これから５年たって結果が出てき

たのかなと思うことで、自治省から都道府県、ま

た市町村ということで下がってきたと思うんです。

その中で、旧黒磯市では2,000万ちょっとの予算

をとってやったのかなと思います。これはその市

民に対してのそういう講習会を開かれてきたと思

います。 

  そんな中で今、各学校などを歩くと、小学校も

中学校もそういう形の中で勉強されているのかな

という形の中、そうすると、今いろんな形で、何

か財政が大変だという形の中で、徐々にスリム化

されていってもいいのかなという形の観点から先

ほど質問したんですけれども、実際にいろんな

我々の税金が使われて、そういうものに活動され

て、それが実行力に移されなかったら大変な結果

が出るんじゃないかなと、私はそういうふうに思
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うのであります。 

  一応、今の答弁では、ああ、なるほどなという

ことがありましたけれども、それと、その住民票、

印鑑証明に関しても先ほどの答弁でわかり、本市

というよりこの本所ですか、那須塩原市の本所の

ほうでも18年度からやっていただけるということ

なんですけれども、これは将来なんですけれども、

例えば私らも今現在、正直言うと誕生日を迎える

と65になります。それが何年かたつと、だんだん

年をとってきて、やはり近くの公民館でちょっと

行けるような地域性を出すことをこれからも勘案

しながら計画していくのも、行政の仕事じゃない

んですかね。 

  大変だと思います、お年寄りは実際。私らも各

家庭をいろんな形で歩いてみますと、大体、お父

さんは免許を持っているけれども、年齢的に言う

とお母さんは免許を持っていない。お父さんが倒

れた場合には、そういうものが身近な公民館でで

きたらなという形があります。その辺どうでしょ

うか、今すぐじゃないんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） どこでもいつでもこう

すぐとれる、近ければ近いほどいいというのは、

もちろん一方でサービスの向上という意味でおっ

しゃっているんだと思うんですが、１台置くのに

も300万円弱はかかりますし、その設置しっ放し

じゃなくてちゃんと管理しておかないと、大事な

情報がつながっている機械ですから、それなりの

人員もという形になります。支所の人員をまた公

民館等に省くか、または公民館の職員が違う仕事

をやめてそっちに少し対応するかという、そうい

うような選択問題もいろいろ出てきますから、お

のずとバランスがあるんじゃないかと思います。 

  また、近い将来じゃなくてもというご発言があ

りましたので少し申し添えますが、これからの時

代は、これから電子自治体ということが叫ばれて

おりまして、いろんな申請等も、コンピューター

の勉強等も高齢者の方もしてきておりますから、

自宅でいろんな申請ができるようになってくると

いう時代をそう遠くない時点で迎えてきます。そ

の辺とあわせ持って、現在だったら公民館という

発想が出るかもしれませんが、もっと近く自宅と

いう話にもなってこようかと思いますので、全体

の中で勉強しながら将来に進めていくというふう

に考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） わかりました。 

  その辺はなるほどなと少しは納得するんですが、

どうも機械に私弱いものですから、その件につい

てもう一点ちょっとお尋ねしたいことがあるんで

すけれども、この事業により整備された、例えば

そういうパソコンの機械ですね、そういうのはも

う５年経過すると、かなり公民館でも何でも古く

なっているのかなと思うんですけれども、それの

処理方法とかはどうなんですか、新規に切りかえ

とか何とか、その計画というのはないんですかね。 

  ここによると、昭和30年の法律第179号という

ことで、財産の処分、制限期間内に無断で処分す

ることの内容に適正な整備の管理に十分配慮する

と書いてありますけれども、随分今新しいパソコ

ンができまして、かなり進んでいると思うんです。

その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 国のほうでもこの講習

に対して、引き続きずっとお金を出してやってい

くというのはもう終わったという発想です。とい

うことは、公民館に機種を更新して、同じ台数だ

け常に置いておく時代なのかどうか。というのは、

今かなりの普及率でご自宅にパソコンが１台置い
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てある時代になりつつあります。半分以上の世帯

では置いてあるという統計等もありますから、こ

れがどんどん進んでおります。値段も安くなって

きました。 

  そういう時代で、また一方で、ずっと小学校、

中学校、高校と、こう通しながら勉強しておりま

すから、コンピューターの操作方法ももう覚えて

きています。高齢者に我々の世代もなっていくわ

けですが、我々もコンピューターはもう使える状

態で退職して、一般の高齢者の仲間に入っていく

というような状態で、コンピューター自体の研修

をする必要が行政側であるだろうかというのも検

討の一つになると思いますので、余り買いかえて

大きなお金をかけるのはいかがかなと思っており

ますので、今のところ計画等ではございません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 財政困難で今のところは

考えていないということです。それは納得をいた

しました。 

  ただ、まだちょっと納得しちゃいけないんだけ

れども、しようがないのかなと思うんだけれども、

まだまだその使っている方はかなりいると思いま

す、実際。そんな形でございます。 

  実際に西那須野では何年か前にその自動装置を

つけて、印鑑証明とか住民票登録を実施している

と思うんですけれども、その今までの経過など、

もしわかりましたらひとつ、その使う比率とか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  住民票の写しと印鑑登録証明書について、暗証

番号を登録した方が自動交付機を利用しているわ

けですけれども、16年度の実績で申し上げます。

自動交付機で４月から３月までで交付件数は、全

部で住民票が5,984件、このうち休日に交付され

たものが889件、印鑑証明が１万592件で、同じよ

うに休日分が1,304件、これらが利用されている

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） かなりの利用数があるの

かなと思いまして、うちのほうの旧黒磯市、本庁

ですが、早く設置されればいいのかなと思うのも

あります。その件については、ぜひ早目によろし

くお願いいたします。 

  続きまして、２の道路行政についてお伺いいた

します。 

  ある程度、先ほどの答弁で理解はしつつあるの

ですけれども、大変、もしあそこにエイトタウン

那須塩原が来た場合には、ちょうどバイパスと上

の豊浦小学校の交差点までの距離が非常に短いと

いう形の中で、確かにここに私も地図は持ってき

ているんですけれども、あちらの会社のほうで出

した地図を持ってきているんですけれども、かな

り危険なのかなと思うのが、そこの前に、今度４

月１日から那須塩原署になりますね、それ緊急自

動車の出入りもある。その間にその県道沿いに２

つの入り口ができるという形の中で、全体的に４

車線でいくんじゃなくて、途中で上のほうの元室

井自転車ってありますけれども、そこの交差点で

寸詰まりみたいな状態なんですね。この流れをど

ういうふうに解消するのか、歩道ばかりでなく通

勤の混雑緩和はどうなるのかなと、通勤通学ね、

その辺はどうなんでしょうかね。市長、よろしく

お願いいたします。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 通勤通学の時間帯は現

在も込んでいる状況ですから、たまたま、通勤時

間は朝ということになると思うんです。お店の開
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店は多分、正式にまだ聞いていませんけれども、

９時以降になるんだと思うんです。ですから、そ

の現在の通勤との重複はないだろうというふうに

考えておりますし、現在までも警察側には歩道が

あります。反対側は全くない状況だったわけです

けれども、そこに今度は出店する方の事業者が歩

道もつけると、こういうことでございますので、

室井自転車さんとの間が多分、五、六十ｍ残るの

かなという気がしています。できればそこもつけ

た方が、もちろん交通安全上いいことであります

けれども、相手がある話でございますので、とり

あえずそういう計画になっておりますので、そう

いう状況を見ながらその上については検討させて

いただきたい、このように思っております。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） その辺よく検討していた

だきたいと思うんです。何かもう完全にこう、私

が言うと、ウナギの寝床みたいに広がって急に狭

くなっちゃうという感じの状態が起きるのかなと

思いまして、ちょうどこのときに、先ほど保育園

の質問の第１回目にやりましたけれども、ちょう

どそこに保育園の子供たちのその送る車もぶつ

かっちゃうという状況なんですよね。 

  大変危険度が増すのかなと思うので、これは一

方通行ですけれども、大変難しい道路なんです、

狭くて。この県道を信号からまた右に行くところ

なんですけれども、そのとようら保育園のほうに

曲がるところが非常に危険で、もしできましたら

こちらのほうも拡張ができないかななんて思った

んですけれども、検討すると言うから、検討して

もらえるかなと思うんですけれども。 

  あと、先ほど私のほうの市道の枝番が間違って

いたそうなんですけれども、地図を見たところ、

縦線、昔これ、難しいんですけれども、バイパス

ができるまではその縦線で切ったんですよね、多

分。その辺がおかしいと思うんですよ。地図で調

べていくとそうなっているんです。その辺がどこ

かで切れてこうなっちゃったのかなと、それは別

としても。 

  それで、その件の中でお伺いしたいのは、先ほ

ど部長からの答弁がありまして、西側に歩道橋が

あるから、近くにあるから歩道橋は無理だという

答弁でしたよね。ところが、何せあの歩道橋を

通っている人はいません。それで、地元からの苦

情が出ているんです、だったらその歩道橋を向こ

うへ移転してくれないかと。 

  率直な話はそうなんです。みんな笑っているか

もしれないですけれども。実際通っていないと思

う。部長、今度行って見てきてくださいよ、落ち

葉がこんなに積もっていますから。 

  そういう状態の中で、どういう状態で昔つくら

れた、多分30年ぐらい前ですよね、バイパスに

入ってきたのは。そのときには、その七区の縦線

がこっちへ出ていたからという形でつくったんだ

と思いますけれども、向こうへ渡ったときは田ん

ぼだけです、今のところ。ほとんどが、地図で見

ますと住宅地になっているのは、もとの武井美術

館、あちらのほうはかなり住宅密集地です。それ

で、ましてあちらのほうから通う子供たちも多い

わけですよね。バイパスが４車線になったために、

確かに部長の言うように、信号もあると、歩道も

ある。ただ、歩いてみると少し困難を来します、

子供たちとかお年寄りのためには。その辺、どう

お考えでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） どういう考えかと言わ

れましても、これは先ほど申し上げましたように、

国道でございます。ということで、議員がおっ

しゃるとおり、歩道橋をほとんど通っていない状

況です。あのバイパスができた時点の状況は、多
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分それでよかったんだろうと、こういうことで、

時代の趨勢でそういうことになってきたんじゃな

いかと、こう思っています。 

  そういう中で、事務所のほうの話もあれなんで

すけれども、今はどちらかというと歩道橋を余り

つくらないで逆に撤去している状況だと。なぜか

といいますと、やはり信号機がありますと、どう

しても、あっても信号機のほうの歩道を通ってし

まうと、こういう状況が多いそうです。 

  そういうことで、なかなか国道事務所としても

新たに設置するということは、かなりの需要が見

込めない限りは難しいだろうと、こういう話でご

ざいますので、現実的にバイパスのほうの、人口

から言いましても、もっともっと人、あるいは住

宅の密集している路線というのは十分あるわけで

すから、なかなか要望していっても難しいのかな

という気はしていますけれども、いずれにしても、

安全ということでございますので、その今ある既

設歩道橋を撤去するかしないかは別にして、そう

いうこともあわせて実情だけはお伝えしたいと、

このように思っております。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 一般市民から見れば、使

わない歩道橋なら撤退したっていいじゃないのと

いうのが、これは実際の声ですね。そのＰＴＡに

聞くと、ほとんどあそこは危険だから通っていな

いよと、パチンコ屋の前も通るしということで、

先ほどのとようら保育園のほうを真っすぐ行っ

ちゃって、それから下がるんだという話を聞いて

いますから、その辺もよく検討していただきたい

と思います。時代の流れだからしようがないとい

えば、それで片づけちゃうのかもしれないですけ

れども、市民の場合はいろいろと苦情が出ている

のは事実であります。 

  道路のこの歩道橋についてはよく検討されて、

県のほうに要望していただきたいと思います。 

  そうすると、先ほどの別のエイトタウン那須塩

原のほうも、ある程度の検討をしてくれるという

ことで、わかりました。 

  それで、ここで、これは質問にはないんですけ

れども、大変申しわけないんだけれども、ちょっ

と疑問点が１つ出たのは、豊浦小学校のバイパス

の下で今工事やっていますよね。道路課から私の

ほうへ説明書が来ました。雨水対策のやつです。

ここで聞いて申しわけないんですけれども。とこ

ろが、あれは変更になったそうなんですけれども、

私のほうには通知が来ていなかったです。横田さ

んの田んぼの中をこうやっているんですけれども、

これで、４月いっぱいに終わるんですかと言った

ら、これは仮工事ですということで言われたんで

すけれども、その辺は道路課のほうには連絡ある

んですか。回覧板も地域に回して。 

○議長（髙久武男君） 通告に従ってお願いしたい

と思います。 

○２３番（若松東征君） わかりました。後でお伺

いします。 

○議長（髙久武男君） 続けてください。 

○２３番（若松東征君） 大変申しわけないです。

ついでというのがいけないんだね。 

  今度は３の保育園の安全対策について、いろい

ろと条例を述べましたんですけれども、その辺は

ないと言うんだけれども、安全対策というものは、

大きく含めてそうなのかなと思いまして、条例を

先ほど読み上げてみたんですけれども、そうする

と、確かに市長の答弁で、とようら保育園の園庭

は広いんだと。じゃ、そこで運動会やったとき、

市長来たことあるのかなと思うような気がするん

です、実際に。そういうものを踏まえて答えてく

れるならうれしいんですけれども、どうでしょう

か、もう一回質問したいと思うんですけれども。 
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○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） とようら保育園の運動場が

狭いのか広いのか、運動会ができるかどうかとい

うことになりますと、やるようになるのかなとい

う感じもいたしますし、全体で父兄も集まって全

員でということになると、多分狭くてできないと

いう状況が生まれるのかなというのも認識はいた

しております。 

  先ほど申し上げておりますのは、その基準から

申しますとそういうことですということでお話を

申し上げておりますし、送迎時間帯につきまして

も当然、あそこに借りられる時間に集まるという

ことになりますと、多分、車が込むというのも現

実的に起きておると思っていますし、そういう部

分につきましては、父母の方々にもそういう旨を

多分、園長の方から通じて説明はしてあるという

ふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、保育園等につきまし

ては、今、さまざまな対応が迫られておるところ

でございます。どこの保育園がどうということで

はございませんけれども、保育園のあり方等につ

いても今検討させていただいておりますので、そ

ういう中では、こういう部分の狭い部分に置くの

がよいのかどうかということにもなりますので、

さまざまな検討をしていかなければならないとい

うふうに認識はしております。 

  今日ですか、新聞等を見ますと、今度は保育園

と幼稚園を一緒に設置してもいいですよというよ

うなことにもなってきております。保育園そのも

ののあり方も今後検討の課題になってくるんじゃ

ないかなというふうに思っておりますし、現時点

では、保育園につきましては今後どういう対応を

していくかということについて、今後の対応を検

討して、今、担当部では出しております。 

  そういう意味で、基準に合っているものについ

ては当分の間、この状況で使っていくほかはない

というふうに思っておりますので、ご理解をお願

いします。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） どこの保育園も歩いても、

今現状では、例えば標準定員数というんですか、

園児数、大幅にアップしておりますよね。よくこ

う調査してきますと、何で小学校でちょっと先生

の言うことを聞かないで動いちゃうのかなと、私

はわからないかもしれないんだけれども、小さい

ときによくおじいちゃん、おばあちゃんが言って、

三つ子の魂百までもと言って怒ってくれる人がい

て、確かに小さいときにきちっとしたそういう愛

情を持ってやるのがいいのかなと思うんですけれ

ども、今の保育園の状態では、例えば旧黒磯全体

でいくと、定員数930のところを18年１月１日現

在で1,082名ということで、152名膨れ上がってい

るわけですね。西那須野、定員数480人のところ

を590名、110名、塩原地区も、これ全対数になっ

ていますね、そんな形で、総体的に見ると定員数

が1,470名のところを1,746名ということで、276

名の増になっている。 

  そういう現状の中で、調べていきますと、確か

に先生方も大変だし、子供たちに本当の三つ子の

魂百までもということで、少子化対策、確かにマ

スコミ、テレビ、ラジオなどでは毎日のように騒

いでいます。じゃ、これはどうなんだということ

です。そこにやっぱり足を踏み入れて、もう少し

現実的のを見ながら、小さな狭いところでやって

いる。それで、調べていくと、準保育士、例えば

10名いるところがいろんな事態で休んでいまして、

臨時がかなりふえているという現状は、そうです

よね、今ね。その辺のをちょっと聞きたいと思い

ます、どのぐらい差があるか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  議員がおっしゃるように、保育園の定員数に対

して現に存在する園児数は、定員を超えている状

況でございます。これは、運用基準の中で、15％、

あるいは25％の定員を超えてのいわゆる募集とい

うのは認められております。その分に応じて臨時

職員、当然、その場で正職員配置というのは難し

い問題ですから、利用実人員に合わせた保育士の

採用を行っているということであります。 

  そういうことで、現状の中で保育士が欠けてい

るというような状況ではございません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） そこで、お尋ねしたいん

です。 

  そうすると、今、国の政策では、昭和23年ごろ

に公立小中学校の法律ができて、40人学級ですよ

ね。それでも県、市が認めれば、人数も少なくし、

先生もつけているわけです。その中で、なぜこの

保育園だけはそれが認められないのかなという気

がするんです。臨時は雇っているのはわかります。 

  だから、私があるところへ行って尋ねたら、若

松さん…… 

○議長（髙久武男君） 若松議員に申し上げます。 

  通告に全く触れてきていませんので、通告順に

従って、答弁するほうもいい答弁がいただけませ

んので、その辺十分。 

○２３番（若松東征君） そこで申し上げます。 

  第41条、面積、その面積は１人につき3.3㎡以

上とするということは、これはどうなんですか。

それ、部長、満たしているんですか。そこを聞い

ていきたいです。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  3.3㎡という数字が出ましたけれども、これは

保育園の園庭に対する２歳基準といいまして、２

歳児以上の児童数掛ける3.3㎡が最低基準の面積

だということになっております。先ほど市長がお

答え申し上げましたように、本市における15の保

育園の中で、この基準を下回っている保育園はご

ざいません。すべてクリアしております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 基準を満たしているとい

うことで、その基準を満たしている中で、地域交

流とかそういう中で私は思うんですけれども、園

庭の問題でもう一回質問したいと思います。 

  今、ほとんどの保育園の方が、土日には運動会

をしないでずらしているという話を聞いている。

それはなぜかというと、父兄が多くなっちゃって、

運動会ができない状態。各保育園でそんな話を聞

いています。それはなぜかというと、父兄も運動

場の中に入っちゃう。すると、ふだんの日だと都

合がつかないから行けないという。せっかく、核

家族になってもこのときばかりはおじいちゃん、

おばあちゃんだってごちそうをつくって、孫の運

動会を見たいと。 

  そういう現状の中で、何でふだんにやらなく

ちゃならないのかなというのは、その問題にぶつ

かるのかなと思うんです。いろんな交流を叫ばれ
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て、地域社会全体で子供を見守って育てようとい

う中に、できないんだよという方のお話も聞いて

おります。その点で、どうなんでしょうか、今の

状況ではいいのかどうなのか。 

  それともう一点聞きたいのは、うわさかどうか

わからないですけれども、19年度には当那須塩原

市でも民間になる予定があると聞いたんですけれ

ども、その点も含めまして、予定ということなん

ですけれども、幾つかは。それを含めてお答え願

います。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  地域間交流ということで、保育園の運動会の開

催の曜日の関係ですけれども、高齢者の方がお孫

さんの運動会を見たいという心中は理解できます。

ただ、保育園の園の行事でございます。保護者会

と協力を行って開催していますので、この件に関

しましては、保護者会と園のほうでよく相談をし

て実施していただくべきかというふうに考えてお

ります。 

  なお、２点目の民営化についての話については、

現段階でコメントは控えたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ３月の質問がいろいろ出

まして、その中で私も含めて、なかなかそのマス

コミとかいろんな方が言っていることが歯車が合

わないのかなというのもあるような気がします。 

  角度を変えたり何かすれば、もっといいものも

できるのかなと思うんですけれども、そんな中で、

確かに行政サイドとしても、いろんな形でよく

やってもらっているのはわかります。それも市民

自体が目を向けて、やられたことは報告は受けて

いますけれども、本当に今、少子化対策に向けて

いろんな形でやっている。そういう中で、もう少

し含めてやってもらえればな。これは要望として

今ちょっとしゃべっているんですけれども。 

  いわゆる小学校のほうを歩いてみると、どうし

ても先生の話をよく聞いてくれないんだと。その

ために先生もそっちのほうへ目を向けなくちゃな

らないという状況の中で、今、子供たちは、すく

すくだか伸び伸びだかわからないですけれども、

育っているのかなと思うんです。先ほど言ったよ

うに、三つ子の魂百までもということは、３つぐ

らいのうちまでにきちっとしたものをすれば、学

校へ行って、昔、我々が学校へ行っているころは、

50人ぐらいいたって先生の言うことを聞きました

よね。それが今大変な事態が起きています。 

  そういうものを含めて、ほんの少し、小さな子

供たちに、これは家庭教育にもあると思います。

だから、そういうものに目を向けて、一応、昭和

23年ぐらいにできた法律を云々言うわけではあり

ませんけれども、いろんな時代で変わっています。

そういうものを勘案して、できるものから市長の

「市民の目線に立って」というすばらしい言葉の

中を信じまして、私はこの質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で23番、若松東征君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 早乙女 順 子 君 

○議長（髙久武男君） 次に、12番、早乙女順子君。 

〔１２番 早乙女順子君登壇〕 

○１２番（早乙女順子君） では、本日最後の質問

者となります。通告項目が多く、時間もありませ

んので、早速質問に入ります。 

  では、那須塩原市総合計画についてから質問い

－248－ 



たします。 

  まず、総合計画策定と行財政改革大綱策定との

関連性についてからお聞きいたします。 

  総合計画と行財政改革大綱は別々のセクション

で策定していますが、総合計画と行財政改革大綱

はどのような関係で、どのように連携しているの

か、まずお聞かせください。 

  また、総合計画は、長期的かつ総合的なまちづ

くりを推進するための計画となるのでしょうが、

「その計画を推進することになる組織・機構がど

のようにあるべきかの方向性」が、行財政改革大

綱ではどのように出されてくるのか、具体的にお

聞かせください。 

  さらにお聞きいたします。那須塩原市の行財政

改革は、行政評価システムの導入により、従前の

行政運営から行政経営への手法へと変革を図ろう

としています。しかし、総合計画基本構想素案で

は、行政評価システムの導入が明示されていませ

ん。でも、行政経営の手法へと変革を図るなら、

明示されていなくても、総合計画に従って行政

サービスが行われ、評価されることになるかと思

います。そのとき、行政評価とはどのような役割

を担うことになるのでしょうか、イメージできる

ような答弁をお願いいたします。 

  次の質問に移ります。市長の公約でもあります

車座談議について、確認も含めて質問いたします。 

  車座談議は、合併で地域の意見が反映されなく

なるといった心配を解決するための重要な仕掛け

だと解釈されますが、総合計画の素案のどこに位

置づけられるのでしょうか。私なりに解釈します

と、総合計画素案の「創意と協働によるまちづく

り」の「市民主体の地域づくり」に位置づけられ

ると思われますが、素案の文面からは、担当職員

まで配置する市長の公約の車座談議が該当すると

は思えません。車座談議の計画上の位置づけはど

こになるのかお聞かせください。 

  次に、車座談議は来年度からできるところから

実施されるとのことですが、市長の考えている車

座談議と地域住民や職員のイメージするもの、議

員の考えているものに相違があるように思います。

車座談議について市民は、広報だけでは何のこと

かわからないと言います。ある職員は、さわやか

懇談会との関係が整理されていないと言います。

これは、車座談議の「談議」から懇談会をイメー

ジしたようです。また、西那須野においては既に

まちづくりの組織がある、それとの関係はどうな

るのかと言う人もいます。職員も議員も市民もそ

れぞれ独自の解釈をしているようです。違うもの

をイメージして論議したのでは、意見がすれ違い

ます。具体的事例を挙げるなどして、共通認識を

持てるように説明してください。 

  また、当初の運営費が地域運営交付金として１

地域20万円ずつ予算措置されるようですが、将来

的には地域の事業費が予算措置され得るものなの

かどうか、その点についても、どのような予算措

置がされるのかお聞かせください。 

  次に、駅周辺のバリアフリー化についてお聞き

いたします。 

  バリアフリーのまちづくりを進める高齢者障害

者移動円滑推進法が今国会で成立されますと、駅

周辺などをバリアフリー化が必要な重点整備地域

に指定し、整備計画を盛り込んだ基本構想を作成

することになるのだと思います。那須塩原市の総

合計画では「安全に、安心して暮らせるまちづく

り」の中に盛り込まれるのでしょうか。 

  既に西那須野地区は、中心市街化活性化事業の

中で、駅東西連絡通路のバリアフリー化や、来年

度予算の交通バリアフリー事業で西那須野駅東口

エレベーター設置、西那須野駅構内バリアフリー

化補助金が計上されています。また、那須塩原市

－249－ 



では、ホームのエレベーター設置工事も行われま

した。そこで、まだ手をつけていない黒磯駅周辺

のバリアフリー化をどうお考えなのかお聞かせく

ださい。 

  次に、健康づくりの推進に不可欠な栄養士の配

置について質問いたします。 

  現在、多くの自治体で国民健康保険、老人保健、

介護保険特別会計の増大傾向に歯どめがかかりま

せん。そこで、財政的な負担を抑制するため、国

も地方自治体も健康づくりや予防事業に本格的に

力を入れるようになりました。特に国は、昨今の

介護保険の予想以上の伸びに歯どめをかけたく、

栄養ケアマネジメントを政策的に導入してきまし

た。既に介護保険施設では、管理栄養士を中心に

取り組みを始めています。 

  また、来年度から実施される第３期高齢者保健

福祉計画の第９章、高齢者保健サービスの第１節

でも「健康づくりの推進」で健康生き生き21プラ

ン、人口の高齢化が急速に進展する中、食生活や

運動習慣等を原因とする生活習慣病がふえており、

その結果、認知症や寝たきりなどの要介護状態に

なってしまう人が増加している。そのため、市民

一人一人が主体的に健康づくりに取り組み、認知

症や寝たきりにならない状態で生活できる期間、

健康寿命の延伸を図れるように、すべてのライフ

ステージにおいての対策が重要になる。このこと

から、発病を予防する１次予防に重点を置いた健

康づくり対策を推進していくと述べております。 

  そして、一番最初に、栄養、食生活の項目を挙

げています。その内容は、食生活は、がん、心疾

患、脳卒中、糖尿病等の生活習慣病、高齢者の低

栄養状態の改善などの上からも、国の食生活指針

に基づく栄養バランスのとれた食事の普及啓発や、

医療機関、地域等との連携した望ましい食生活実

践への支援、環境づくりを行うとしています。 

  総合計画素案では、「健康づくりの推進」を掲

げて、健康の維持増進などに関する情報の提供や

相談体制の整備、生活習慣病などの予防に努める

とあります。健康の状態に合わせた食生活の指導

を担うのは、管理栄養士となるでしょう。しかし

現在、那須塩原市においては専任の管理栄養士は

いません。健康づくりの推進には、専任の管理栄

養士としての職員配置は必至ではないでしょうか。 

  総合計画や第３期高齢者保健福祉計画など計画

を実効あるものとするための体制をどのように考

えているのか、お聞かせください。 

  次に、障害者自立支援制度について質問いたし

ます。 

  まず、障害者自立支援法の問題についてお聞き

いたします。 

  ３年後の介護保険制度への統合を想定した「応

能から応益」負担への転換で、どのような問題が

起きると認識していますか。 

  生活保護水準さえも確保されていない低所得者

の障害者に、トイレや外出することさえも「益」

であり、月の収入が数千円の作業所に通うことも

「益」であるとして、「応益（定率）１割」負担

を強要することが自立支援でしょうか。また、更

生医療、育成医療、精神障害者の通院医療費公費

負担制度も「応能から応益」負担へと転換となり

ます。自立支援制度になり、今までの生活が維持

できなくなる人への市独自の対策は考えています

か、お聞かせください。 

  続いて、障害者自立支援制度で市の担う役割に

ついてお聞きいたします。 

  障害者自立支援制度で市の担う役割はどのよう

なことでしょうか。職員体制は質・量的に十分で

しょうか。 

  ここで、障害者区分の判定、支給決定までのプ

ロセスをわかりやすくご説明ください。 
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  審査会のメンバーはどのような選出となるか、

作日も質疑で伺いましたけれども、もう一度その

点をはっきりとお示しください。 

  判定基準は、客観的な基準という名の支援量の

抑制につながるおそれがないか、生活するのに必

要な支援となるものなのかもお聞かせください。 

  最後の質問項目になります。ごみ処理基本計画

について質問いたします。 

  まず、根本的なごみ減量化の対策とならないご

みの有料化を国が進める理由についてお聞きいた

します。 

  ごみの有料化は一過性の減量化の対策としかな

らないのに、ごみ減量化の対策となるような論理

のすりかえはどうして起きるのか、お聞かせくだ

さい。 

  ごみの減量化は、拡大生産者責任の考え方で容

器包装リサイクル法の欠陥を正すこと、リデュー

ス、リユースを優先すること、費用対効果から見

た清掃事業の詳細な内容の開示、事業系ごみの量

とコストの把握、住民による分別の定着化、徹底

した資源回収システムをつくることが前提です。

そのリサイクルシステム、資源回収システムは、

事業者責任を明確にするシステムとなるよう意識

したものでなくてはなりません。 

  以上のようなことで、ごみは初めて減量化され

ると考えられますが、有料化は、ごみの減量化で

どのような役割を果たせるとお思いでしょうか。

ごみの減量化につながる明確な理由はありますか、

お聞かせください。 

  次に、持続可能な社会の構築についてお聞きい

たします。 

  那須塩原市は、持続可能な社会をつくるために、

本当にごみの減量化に取り組む考えがあるので

しょうか。あるなら、その意気込みを聞かせてく

ださい。 

  今まで徹底した資源回収システムをつくろうと

しなかったのはなぜでしょうか。「先進地のよう

なごみの分別ができないのは、市民の協力が得ら

れないから」と、市民の理解を得る努力もせずに

職員があきらめてはいませんでしたか、本音を聞

かせてください。 

  以上で第１回目の質問を終わりにいたします。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 12番、早乙女順子議員の質

問にお答えをいたします。私からは、車座談議に

ついてを答えさせていただきます。 

  車座談議の総合計画での位置づけについては、

「創意と協働によるまちづくり」の「市民との協

働による地域づくり」に位置づけされ、今後の具

体的な基本計画の中に事業名が挙がってくること

となります。 

  また、車座談議のイメージについては、地域に

よって多少の違いは出てくるかもしれませんが、

おおむね私が描いている内容で進んでいけるもの

と思っておりまして、私もできる限り地域ごとの

車座談議に出席し、ひざを交えた話し合いを行っ

ていきたいと考えております。 

  また、18年度の予算につきましては、組織化さ

れた地域には、地域運営交付金として１地域20万

円を予算化いたしております。 

  このほかにつきましては、企画部長、建設部長、

市民部長、生活環境部長より答弁いたさせます。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 私のほうからは、１番

目の(1)番の総合計画策定と行財政改革大綱策定

との関連性についてのご質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、総合計画と行財政改革大綱との関
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係についてお答えをいたします。 

  現在策定を進めております総合計画は、市の将

来像やまちづくりの基本理念、各部門の施策など

を総合的に示すものでありまして、企画部の企画

情報課が所管をしております。一方、行財政改革

大綱は、主に行政の簡素化や効率化の視点から取

り組む改革の方向性や内容を示すものでありまし

て、企画部の総合政策室が所管をしております。

これらの関係につきましては、ともに行政全般に

わたる重要な計画で、企画部が所管しております

ので、連携を図りながら策定に当たっております。 

  ２つ目の行財政改革大綱に期す組織・機構のあ

り方についてのご質問ですが、地方分権が進むこ

とにより、今後、市役所が担わなければならない

行政サービスの範囲は、一層広くなることも考え

られます。そのため、市民との協働を進めるとと

もに、民間委託の検討や民営化の推進などを図り

ながら、組織を肥大化させることなく柔軟性と機

動力をあわせ持つ、より簡素で効率的な組織・機

構へと転換を図っていくこととしております。 

  ３つ目の行政評価システムの役割についてのご

質問でございますが、行政評価システムは、行財

政改革の一環としまして、事務事業の目的や成果

を評価、検証し、予算の執行や計画策定、事務事

業の見直しなどに反映させる目的で実施するもの

で、評価結果を公表することで行政の透明性を確

保すると同時に、説明責任を果たし、政策の再構

築を可能とし、市民の行政参加を促進する制度で

あると考えております。 

  なお、基本構想に明示されていないとのご指摘

でございますけれども、基本構想では、効率的で

効果的な行政運営の中に包含させる形で、それに

続きます基本計画の施策において、行財政改革や

定員適正化などともに行政評価システムを位置づ

けたいと考えております。 

  私の分野は以上です。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） それでは、バリアフ

リー化につきまして答弁させていただきます。 

  駅周辺のバリアフリー化に関しましては、法案

の成立、不成立にかかわらず、進めていかなけれ

ばならない事業と考えております。まだ素案の段

階でありますけれども、今策定を進めております

総合計画基本構想におきましても「健やかに安心

して暮らせる社会づくり」、また「ステップアッ

プを支える社会基盤づくり」の中にバリアフリー

化の推進を盛り込み、高齢者を初めだれもが安心

して安全に活動できる空間づくりに努めてまいる

ことにしております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 私からは、１の

(4)健康づくりの推進に不可欠な栄養士の配置に

ついてと、２項目めの障害者自立支援制度につい

てお答えをいたします。 

  まず、１点目ですけれども、健康づくりの推進

に不可欠な栄養士の配置についてのご質問ですが、

2000年４月に国がスタートさせた健康日本21プラ

ンを受けて、当市においては健康づくり計画地方

版を策定し、栄養食生活を９領域の１番目に掲げ、

市民の健康づくりを推進しているところでありま

す。 

  このような中、平成14年の健康増進法の改正に

より、地域住民に対する栄養の改善、その他の生

活習慣の改善のための市民からの相談や指導を市

町村が行うことになりました。 

  これらの事業の取り組みは、現在、在宅栄養士

会からの派遣栄養士が保健師と連携をしながら

行っております。さらに、平成17年７月に施行さ

れました食育基本法においても、生涯にわたり健
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全な食生活の実現にみずから努めることを国民の

責務としており、国、地方公共団体は、食育推進

のため、地域の実態を把握、分析し、関係機関や

団体と連携をとりながら事業に当たるとしており、

その中心的な役割は管理栄養士が担うことになっ

ております。 

  健康づくり計画の目的達成には、生活習慣病予

防等の基本的な考え方の普及、啓発が必要になり

ます。この活動の取り組みには、企画立案から栄

養士が中心となり、他機関等との連携や調整を担

うことが重要になることから、当市においても管

理栄養士の必要性は認識しておりますので、今後

十分に検討していきたいと考えております。 

  次に、障害者自立支援制度でございますが、順

次お答えを申し上げます。 

  まず、(1)の①、②についてお答えをいたします。 

  自立支援法は、利用者の１割負担が原則であり

ますが、所得によって月当たりの上限額が定めら

れております。具体的には、生活保護世帯はゼロ

円、住民税非課税世帯で本人の収入が年収80万円

以下の場合は１万5,000円、これ以外の住民税非

課税世帯は２万4,600円、住民税課税世帯は３万

7,200円が上限となっております。したがいまし

て、応益応能併用の負担制度となっております。 

  このほか、グループホームや施設入所者に対す

る個別減免、社会福祉法人による利用料の減免、

生活保護移行防止のための個別減免などの負担軽

減措置がなされております。 

  また、施設サービス利用者の食費や光熱水費な

どは自己負担が原則でありますが、住民税非課税

世帯以下の方は、食費等の実費負担を軽減するた

め、補足給付が行われます。 

  次に、(1)の③になりますが、更生医療、育成

医療、精神通院医療につきましては、所得等に応

じて上限が決められておりまして、低所得者に配

慮した措置がとられているところでありますが、

育成医療にかかわる自己負担分については、現行

どおり県が助成する方向で考えていると聞いてお

ります。更生医療につきましても、現行どおり自

己負担分を市で助成したいと考えております。 

  次に、(2)の①でありますが、障害者自立支援

法は、地域の利用者の視点を重視し、身体、知的、

精神の３障害の一元化を図るとともに、地域格差

や障害種別のサービス格差を是正し、障害者の在

宅生活の支援、就労の促進を図るための大幅な改

革であると認識しております。 

  障害者に最も身近な行政機関である市の責任は

重いものと受けとめており、身近な地域でサービ

スを利用し、障害者の地域での自立した生活と社

会参加を支援したいと考えております。 

  次に、(2)の①、②でありますが、障害者自立

支援法施行に伴う新たな業務としては、106項目

の１次認定調査、審査会による障害程度区分の審

査、判定、サービス利用者の自己負担額の決定、

サービス支給料の決定、受給者証の交付、新給付

制度に円滑に移行するための相談活動等があります。 

  また、新たな障害福祉計画の策定等も含め業務

量が増大するところから、適正な職員体制を整備

したいと考えております。 

  次に、(3)の①審査会の関係でありますが、審

査会は、障害程度区分認定基準に照らして審査及

び判定を行い、市が支給要否決定を行うに当たり、

意見を聞くために設置する機関であります。委員

構成につきましては、身体、知的、精神障害の各

分野の均衡に配慮する等、考慮したいと考えてお

ります。具体的には、医師、あるいは精神保健福

祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、保

健師、介護福祉士、福祉施設従事者などの専門職

を考えております。 

  次に、②の障害程度区分の認定でございますが、
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障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、

障害者の心身の状態を総合的に示す区分でありま

して、判定基準は、支援の必要度を図る客観的な

尺度であるというふうに考えております。 

  福祉サービスの支給決定の各段階において、障

害者の社会活動や介護者、居住等の状況、サービ

スの利用移行などを十分に把握して支給決定を行

いますので、決して支援量を抑制するものではな

いと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 次に、生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） ３の(1)ごみ処理

基本計画についての①、②についてお答えします。 

  国はごみの有料化について、一般廃棄物の循環

的利用に努め、その上で排出される一般廃棄物に

ついて適正な中間処理や最終処分場を確保し、処

理に関する事業は、広域化やＰＦＩの活用などに

より、社会経済的に効率的な事業になるように努

め、その上で経済的インセンティブを活用した一

般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に

応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進める

ため、一般廃棄物の有料化の推進を図るべきであ

るとしております。 

  ごみ減量化につきましては、リデュース、リユー

ス、リサイクル等の取り組みが重要であることは

十分認識しております。また、こうした取り組み

を進める上では、国が廃棄されたものの処理やリ

サイクルまで生産者が責任を負うという、いわゆ

る拡大生産者責任の確立をしていくことも重要で

あるとも考えております。 

  しかしながら、こうした状況の中で、市がごみ

の減量化を進めるためには、有料化も一つの選択

肢として検討してまいりたいと考えております。 

  次に、持続可能な社会の構築についてお答えし

ます。 

  持続可能な社会の構築のため、環境の負荷を減

らした循環型社会をつくるためには、先ほども申

し上げましたとおり、リデュース、リユース、リ

サイクルを徹底して行う必要があると考えており

ます。しかしながら、拡大生産者責任の確立がな

い中で、毎日の生活において実践をしていただく

市民にとって、理解と協力の得られる発生抑制、

再使用、再生利用といったごみの減量化、市民、

事業者、市が進めるリサイクルといった資源化に

ついて、廃棄物減量等推進審議会の中で十分に検

討していただき、策定をしてまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、残り30分、もう

切っておりますので、急いで質問いたします。 

  まず、一番最初の質問のところで、この行財政

大綱の策定をして、もう終わるところだと思うん

ですけれども、素案を見せていただいたんですけ

れども、よくわからなかった。大綱の目標は何で

しょうか、そして基本理念は何なのか、その辺が

目指すべき方向がわからないと、それがどういう

ふうに評価されていくのかといったときに困りま

すので、その辺をちょっと聞かせてください。 

  あと、その中で大綱と総合計画のところで、言

葉の使い方というものが、先ほどは連携してやっ

ているからということではあったんですけれども、

言葉の使い方がちょっと、これはとても重要な

ところで違う使い方をしているので、その点を

ちょっと確認させてください。 

  総合計画では「効率的、効果的な行財政運営に

よる自立したまちづくり」の中で「地方分権」、

「地域主権」という言葉を使っていますが、行財

政改革大綱のほうでは、方針では「地方分権」、

「住民自治」という言葉を使っています。「地方
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分権」や「住民自治」を使わずに、なぜ基本計画

のほうでは「地域主権」を使ったのかなと、中田

横浜市長のような方は好んで使う、そういう自治

体もありますけれども、その微妙な言葉の使いの

ニュアンスの違いをわかって使っているのか、何

かただただ最近出てくる言葉だから使っているの

かって、私は、「地域主権」と一見よさそうに見

えるんですけれども、「主権」というのは日本で

は国民にある「国民主権」ですので、余りイメー

ジで言葉を使わない方がいいんじゃないかなとい

うことで、「地方分権」とか「住民自治」に合わ

せてくださるとよいのだというふうに私は思うん

ですけれども、その辺いかがでしょうか、聞かせ

てください。 

  それと、組織上のところで、先ほど部長のほう

で組織の簡素化という部分をおっしゃっていまし

たけれども、それは具体的に総合支所方式をやめ

るということなんでしょうかね、そこを聞かせて

ください。 

  それとあと、行財政改革の実施計画である集中

行政改革プランは、改革の成果の評価がされて市

民に公表されるということですが、実際に実施計

画及び年度計画については、実施計画を明確にす

るということと、評価目標を可能な限り数値化す

るということをしないと客観的な評価が可能とな

らないんですけれども、そのようにはお考えに

なっているのかどうか聞かせてください。 

  それと、改革検討項目に、すごく不思議で、先

ほどもコンピューターがどうのこうのとかという

ことで松下部長がお答えになっていたことを考え

たら、電子自治体ということをおっしゃっていた

と思うんですけれども、電子自治体の推進という

ことが全然触れられていないんですね。市民の申

請手続等の利便性の向上とか、行政内の情報の共

有化と電子決裁の推進とかということで、取り組

むべき問題があるんではないかなと思ったんです

けれども、入っていないんですよね。そこは落ち

ているのかなと思います。 

  それとあと、行財政改革検討項目の中で、民間

委託等の推進ということで、もう何か「委託」と

いう言葉よりも「民間参入」とかそういうような

言葉で、「委託」というのは、余り指定管理者制

度でも委託というものがなくなってきている中で、

言葉をちょっと変えた方がいいんじゃないかなと

思われるところがありました。 

  あと、情報の公開というところで、ここで情報

の公開だけじゃなくて、先ほども出ていたと思う

んですけれども、説明責任というようなものをこ

の中に入れなきゃいけないんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、その辺のところで入

れた方が私はいいと思うんですけれども、どうで

しょうか、考えていますでしょうか。 

  それと次に、車座談議のところについて市長に

お聞きいたします。 

  市長の言葉がいつも少ないものですから、皆さ

ん勝手な解釈をするんだと思うんですけれども、

この車座談議というのは、さわやか懇談会のよう

に話をするだけの会議ではないですよね。もう少

し市民と行政が役割を見直しながら、今まで公だ

けが担っていたというのはもう違うよって、民間

ができるところは民間、ある意味、私ができるこ

とは私は努力します、地域で努力できるところは

地域で努力します、それで地域の中でＮＰＯとか

そういうような団体が担えるところは担ってみま

す。そしてだめだったら公が担いますと、そうい

うような整理をしていってもいいなということで

出てきたものだというふうに私は思っていて、言

葉で言っちゃうと「補完性の原則」というふうに

言われていますけれども、そういうのに基づいて

なされるんだというふうに思ったときに、こうい
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うところで出てくると、市民主体の地域づくりと

かというところに位置づけられるというふうに先

ほどおっしゃっていましたので、そうしたときに、

総合計画の中の素案が、余りにもまだ素案ですの

で、これから肉づけをしてくるので、しようがな

いのかもしれないんですけれども、もう少し市民

との協働ということをわかりやすく表現するとい

うことが必要だというふうには思いますけれども、

いかがでしょうか。 

  それと、駅周辺のバリアフリー化については、

先ほど高齢者障害者移動円滑推進法の適用にな

るまいがならまいが、それはもう考えていて、

総合計画の中に位置づけられてくるという、私も

ちょっと、推進法の条件の乗客数の5,000人とい

うのが、黒磯がクリアするのかなというふうに

思ってちょっと心配だったんですけれども、適用

にならなくてもなっても、あの辺のあの地域、駅

周辺の交通バリアフリー事業というのは必要だと

いう認識は持っていらっしゃるようなので、この

間の駅の連絡通路のところに、肝心なところに手

すりがついていなくて、高齢者の方が不便してい

るということを対応してくださったようなことか

らも考えても、きっと高齢者、障害者が移動する

ということに対しての位置づけはなされるんだな

というふうに思いましたので、この点はオーケー

です。 

  次に、栄養士の配置について、私、これ質問の

通告を出した後、議案書と一緒に陳情も配られま

したら、栄養士の協会の方から同じような内容の

陳情が出ていましたので、これはきっと常任委員

会の方で十分に審議してくださって、先ほどのご

答弁でも、前向きに、ここまで言って管理栄養士

がつかないなんていうことはきっとないんだと思

うんです。 

  なぜかというと、今までこのぐらいの規模のと

ころの市町村というのは、管理栄養士がいたわけ

なんです。黒磯ぐらいの規模、西那須野ぐらいの

規模だと置けないんですけれども、那須塩原市ぐ

らいの規模になればおけているんですね、よその

町では。ということは、これは合併のメリットだ

ろうと、大きくなって１人おけるよねと、今まで

のように委託をして必要なときだけ来てもらうん

じゃなくて、本当に総合的な計画を立てるときか

らかかわってもらうにはやっぱり職員の配置だよ

ねというふうに思っていたんですけれども、これ

が合併して大きくなったメリットだなというふう

に思ったんですけれども、その辺のところも踏ま

えてちょっと聞かせていただけたらというふうに

思います。 

  以上で再質を終わります。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 質問がたくさんありま

したので、もし漏らしましたら再度指摘していた

だきたいと思います。 

  まず、１点目の行革大綱関係の目的とか方向性

とか、そういう話でございました。それにつきま

しては、代表質問のところでも私どもでは説明し

た考えでおりましたけれども、若干、再度触れさ

せていただきたいと思いますけれども、大綱は基

本的には、方向性、大きなイメージというか、そ

ういうものをうたう。総合計画で言うと、基本構

想的な話でございます。その具体性の問題につき

ましては、改革プランというので具体的にどうい

う事業をどのようにいつまでやっていきますとい

うなものを示していこうと思って、今、それ本当

の最終の取りまとめで、そんなにかからないでま

とまるというふうに思っています。 

  その視点の中には、今回議会の中でいろいろご

質問なりご指摘の中で出てきましたような行政の

運営から経営の考え方、それから情報公開と市民
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等の方の情報の共有、それから職員の意識改革も

大分指摘されておりますけれども、そういう項目

を総合的にうたいまして、その手法について改革

プランの中でできる限りうたっていきたいと。 

  ただ、将来どういうふうにしていくかという分

野では、まだ総合計画の基本計画の部分にも、最

後の分野にどういう事業を具体的に展開していく

か等もうたいますので、そこまでいかないと全体

は見えてこない関係になりますが、ですから、総

合計画と行財政改革は、補完してやっている分野

がたくさんございます。その点、ご理解いただき

たいと思います。 

  ですから、どちらかというと改革プランについ

ては、事務事業の改善というような、現時点での

見た改善点を中心に表現をしていくことで、ここ

今、取りまとめをさせていただいてございます。 

  次に、言葉の使い方等のご指摘がございました。

確かに安易に使っている部分もあったかと思いま

すので、再度、まだ全部固めたわけじゃありませ

んし、総合計画もこれから皆さんと議論をしなが

ら固めていく中で、十分に言葉の正しい使い方と

いいますか、概念を取りまとめて使わせていただ

きますので、個別のお答えは、ちょっと今日の時

点ではご容赦願いたいと思います。 

  次に、組織の簡素化につきましては、これはも

う本来に地方自治法でもそのような趣旨が書かれ

ているわけでございます。何度も議会等におきま

してもご答弁しておりますけれども、抜本的に見

直すというお約束をしております。18、19で見直

していって20年度スタートという形で今は考えて

ございます。 

  その中で具体的にご指摘があった総合支所方式

でございますが、総合支所方式とは何ぞやという

議論もしっかりやったというわけではない、いろ

んなパターンが、全国的に見るとあります。その

辺も含めまして、現時点で「総合支所方式」とい

う言葉を全くなくしてしまうというのを今明言す

ることができませんけれども、総合支所の方式と

は何ぞや、どういうあり方がいいんだろう、そう

いうことももちろん含めて、言葉もやめることも

最大限あるかもしれません。ですから、最初から

言葉の制限をしたりして決めるんじゃなくて、一

番市民にサービスが効率よく提供できると同時に

経費節減にも結びつく、それは人員の問題も含め

まして、その辺を検討した中で決めていくものだ

と思っております。 

  それから、行政評価システムの関係でございま

すが、これにつきましては、私どももやっていて

非常に期待しているシステムでございます。本市

は後発にはなりますけれども、先進地のいい例を

とって、うまく運営していきたいなと思っており

ます。その中で、実施計画、それから予算の進行

管理、そういうものも具体的に数値化できるもの

については数値化、できないものについてもでき

る限りアンケート等も一部取り入れまして、満足

度という形で、市民がどの程度満足しているかと

いうのもあろうかと思いますので、その辺も取り

入れながら、できる限り客観的に、市民の皆さん、

また議会等でもご評価いただける、また、議論の

しやすい資料提供ができるように努力はしていき

たいと思っております。 

  また、何せ導入作業の途上にありますので、皆

様のご意見を伺いながら、よりよいものにしてま

いりたいと考えております。 

  それから、改革検討の項目に電子自治体の関係

の文言についてのご指摘がありました。確かに今

日もこういったところでご答弁していますが、こ

れからは電子自治体の問題は大変大事な問題に

なってくると思っておりますので、心して文言を

使っていきたいと思いますし、方向性もできる限
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り明確にしていきたいと思っております。 

  それから、そのほかにやはり文言等で民間の委

託の関係で、確かにご指摘を受けるとすると、あ

あ、委託というのは、まだ確かに指定管理者制度

を入れても部分委託という分野はまだたくさん

残っております。委託できないエリアだよと言い

つつも、その中の部分については委託をしてもい

いという話がいろんな分野にありますので、なか

なか全部が使わないようにというふうになりませ

んけれども、民間参入というもっと積極的な展開

の仕方についても大変ご指摘いただいて、ああ、

そういう考えもあるんだなと本当に反省させられ

ましたので、十分心して検討してまいりたいと思

います。 

  それから、説明責任という言葉のご指摘等もあ

りましたけれども、その辺も行政評価システム等

は明快に出し、説明責任の具体的手法の一つ、こ

れだけじゃありません。日ごろいろんな市民との

かかわりの中で口頭で説明したり広報を出したり、

いろんな手法があると思いますので、複合的に市

民の方にわかりやすく伝えていきたい。また、ご

評価いただいて我々の仕事にフィードバックをし

て、改善しながら市民とともに一緒に歩んでいき

たいというふうに思ってございます。 

  あと、市長へという話でございましたけれども、

私の方で若干触れさせていただきたいという点は、

車座談議の関係でございますけれども、まさしく

言葉で言っていただいたように、補完性の原則、

これの最たるものが、この車座談議と職員地区担

当制の一つの手法だなというふうな認識をしてい

ます。ですから、行政が何でも担ってやっていく

というような時代ではなく、これからはそれぞれ

の分野で個人から、地域から、その前に家庭もあ

りますし、職場もあるでしょう、そういういろん

なレベルでやってやれない最後の分野という分野

が行政が担うという形にならざるを得ない、そう

いう補完性の原則について認識しつつ、一緒に市

民と職員が考えていく新しい仕組みづくりに今回

なっています。ですから、まだ職員の方にも理解

が不足している部分もどこかからか伝わってきて

いるんだと思いますけれども、その辺は十分反省

をしまして、職員教育にもちゃんとして、十分に

粗相のないように市民の方に伝わるように努力し

ていきたいと思います。 

  一部、もうそれぞれの分野で各チームにおいて

は内部勉強会等もやって、意思の疎通等をさせて

いただいております。 

  事務的な分野について、今の点はお答えさせて

いただきました。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 管理栄養士の配置

に関するお答えになりますが、先ほど十分今後検

討させていただくということを申し上げましたが、

その裏づけとなる今年度の活用状況でございます

けれども、母子保健事業等で栄養相談、そのほか

の指導で延べ78人、老人保健事業では延べ183人、

健康づくり事業では延べ24人ということで、合計

351人余り延べ人数で活用している状況でござい

ます。 

  そういったことで、他市の配置状況になります

が、市部の中では宇都宮市３名、あと足利、栃木

ですね、そのほか日光、小山、真岡、大田原市、

また町でも益子、茂木、芳賀町等で配置をしてい

る状況でございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時５９分 
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再開 午後 ４時０８分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、先ほどの続きで

少し、行財政改革大綱のことでちょっと、大綱の

目標は昨日、その前でしたか、代表質問のところ

でしたか、市民の満足度の向上ということで、こ

の大綱案を見ますと、きっと行財政改革の方針と

いうところの文章のところの一部分のところを読

むと、行政経営の目的である市民満足の向上を図

ることを第一にということなので、これが目標だ

なというふうに思いました。それで、きっと目指

すべき方向としている部分のところが、市民の視

点から簡素で効率的な行政の仕組みの構築という

ことで、要するに効率的で小さな市役所への転換、

要するに行政もある意味小さな政府を目指す、そ

して住民の方にある程度考えていただくようなも

のを渡すということの一つでこういうことを言っ

ているんだなというふうに思います。あと住民自

治の確立ということが、２つが目指すべき方向な

んだなというふうに解釈してよろしいでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） いろんな見方がありま

すけれども、そういう見方でもよろしいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） ここで総合計画策定と

行財政改革との関連性ですけれども、一連の行財

政改革の取り組みを通じて総合計画の早期実現が

図れるというふうにして、その上でそういうこと

が可能になってくると、市民の満足度が向上する。

だから、大綱でそういう目標を掲げているんだと

いうことで、総合計画との関連性はそういうこと

でよろしいんですよね。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） そういう考えと同時に、

市役所に対する信頼感の再構築という部分もいろ

いろあろうかと思いますので、それによって協働

も進んでいくという視点もありますから、一つの

考え方として、それで了としたいと思っておりま

すけれども、それぞれいろんな見方をしていただ

いた方が、私は、市民の多様化の時代に、総合計

画の見方についても、もちろんかっちり見なく

ちゃならない部分と、それぞれの考え方が生かさ

れている表現と、いろいろ両方ありますので、そ

の辺含みおいていただいて、ご理解いただければ

ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 今、私の解釈でという

よりも、この行政改革大綱の中の文章の中から引

き出しただけです。ですから、ただこういうもの

を、きっとこういうんだろうなということで、よ

そのものも行政改革大綱なんか見せていただいた

ら、市民が読んで、どういう方向を目指している

のか、きっとここだろうなというふうなものでは

なくて、もうちょっと市民にわかりやすい、そう

いうような行政改革大綱をつくっているし、総合

計画もつくっていらっしゃるんですね。 

  それはなぜ必要かというと、市民と一緒につく

るから、市民が参画しなきゃならないから、これ

かな、こっちの方にいこうとしているのかなとい

うのがわからないようではいけない。要するに市

民にわかるようにということなので、今私が言っ

たののところにそういう解釈もあると言われたん

ですけれども、市民にわかるような表現とつくり
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方をしていただきたいなというふうに思います。 

  あと、職員の意識改革ということに今関連した

のかなと思ったので、ちょっとここで人材育成と

いう項目がやっぱり抜けているんですね、行政改

革大綱の中に。それもちょっと考えてみてくださ

い。それは別にタイトルとして挙げろということ

ではありませんので、それも一つタイトルに挙げ

てもいいくらいだなと思うんだけれども入ってい

なかったので、ちょっと聞いてみました。 

  では次に、障害者自立支援制度について伺いま

す。 

  ここで応能から応益への負担転換ということが

結構大きいなというふうに思うんですけれども、

そこでちょっと確認させていただきたいことがあ

るんですけれども、施設に入所している、グルー

プホームなんかもそうですけれども、世帯分離を

するということで、世帯だけで料金が決まって１

割という部分のところが、限度額とかそういうも

のもかかわってきますよね。そうしたときに世帯

分離ができるというふうに私は読んだんですけれ

ども、その辺のところで、利用者負担の上限設定

がされていますよね。それで、世帯で世帯の収入

状況がかかわってくるんですけれども、そのとき

に住民票で同じ世帯となっていても、税制とか医

療保険で、被扶養者でなければ世帯分離ができる

というふうに読めるというふうに聞いたんですけ

れども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  利用者の負担手続のフローといいますか、これ

でまいりますと、まず申請があって、世帯の範囲

の確認というのがまず第１段階であります。これ

はあくまでやはり住民票上の世帯ということです

から、次に世帯の課税や非課税を確認するという

ことで、これはその世帯の１人ごとに課税か非課

税かを確認する作業が伴ってまいります。そして、

利用者本人の収入を確認というふうに移っていく

わけですけれども、住民票上の世帯ということで

すから、それは住民基本台帳法に基づく世帯分離

が行われれば、それはそれでその世帯の範囲で課

税確認するということになると思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 要するに、施設は割と

住所を移しているということがあるんですけれど

も、グループホームなんかで住所を移していない

という方がいらっしゃると思うんですけれども、

そういう方については、とりあえず住所を移すと

いうことで世帯分離をかけるということで、本人

だけの収入になりますので、その辺のところで世

帯分離をするということは可能ですよね。もう一

度そこだけの確認。 

  それとあと、利用者負担などの減免軽減措置と

いうのは、制度上のものしか那須塩原市はやらな

いんですね。要するに社会福祉、社福の利用者

だったら半分50％でいいとかということはありま

すね。そこがある意味、社福が余りないような地

域では、ＮＰＯでもオーケーですよと、そのかわ

りその分の減収になった部分は市町村が補います

よとか、そういうような制度をつくっているとこ

ろもあるんですけれども、そういうようなものは

お考えになっていますか、いませんかということ

を聞かせてください。 

  それとあと、減免とか軽減措置、制度上のもの

ですけれども、それをするときに、４月１日から

始まりますから、それの申請というのはすべて申

請主義ですよね。ですから、３月までに申請しな

いと４月１日からの減免にはならないというふう

な解釈ですか、それが、私はそういうふうに聞い
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ているんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） まず、第１点目の

いわゆるグループホームから通所施設へ通う場合

のこれを例示しておっしゃられた件ですけれども、

特例ということで、それは世帯分離は可能だと思

います。なおかつグループホームにつきましては、

グループホーム通所での個別減免もございます。 

  それから、申請手続の関係ですね、それは３月

31日までに全部完了するということじゃなくて、

４月１日以降でも十分可能でございます。認定審

査については４月１日以降に行うことになります

けれども、申請については４月１日以降でも別に

差し支えはないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 私、利用者負担の減免

とか軽減措置は、３月中に申請しないと対象にな

らないというふうに聞いてしまったんですけれど

も、それはないということですね。３月過ぎても

減免措置はオーケーだということですね。そうい

う確認でよろしいですね。 

  なぜかというと、だれが対象になるのかとかと

いうことがご本人がよくわかっていないと思うん

です。これは別にこの制度だけじゃなくてもそう

なんですけれども、すべて行政って申請主義です

ので、だれが対象になるのかを知らなくてその制

度が使えなかったということが往々にしてあるん

ですね。 

  そういうような部分で、市としては、なかなか

情報が入らないという、そういうようなハンデ

キャップを持っている人たちに対して、少しは説

明するということをなさいましたか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 議員おっしゃるよ

うに、大変この自立支援法、この制度は複雑でわ

かりづらい制度ということで、本人、あるいは家

族の方が一番心配しているのは、一体、果たして

どれだけのサービスをどれぐらい受けられるんだ

と、なおかつどれだけ負担額がかかるんだ、なお

かつ減免はどれだけされるのかということが、大

変不安がっていることでございます。 

  そういうことを踏まえまして、県の担当者を呼

びまして、これまでに黒磯地区、あるいは塩原と

西那須野合わせて西那須野地区ですが、２回ほど

勉強会を、説明会を開催しております。両日とも

100名を超える人数の方に参加をしていただいて、

なおかつ、それでも多分わからない方が多いだろ

うということで、随時、福祉部の社会福祉課の方

に相談に来ていただければ、十分に相談に応じる

ということでの、当日も時間の許す限り個別相談

には応じたわけでございますけれども、これは今

後についても相談には応じてまいりたいというふ

うに考えています。 

  また、この法律を施行するに当たって、流れて

くる政令、あるいは省令は約200ぐらいになるん

じゃないかと言われております。まだ全部来てい

るわけではございません。そういうことで、我々

も実施するに当たって非常に苦慮しているところ

でございます。とりあえず９月30日までには、

サービス支給に係る認定を終了するように準備を

整えていきたいと、今はこのように考えていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 幾つも質問しちゃうも

のですから、最初に言った部分を答えてもらえな

くて、要するに制度上の減免以外は考えていませ

んねという、いや、考えていたらいけないなと

思って、もう一度それを聞かせていただけたらと。 
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  あと、４月過ぎても大丈夫なんだなというふう

な部分のところを３月末までに申請しなくても大

丈夫なのか、その２点だけは、結構重要なので、

もう一度それは答えてください。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 大変失礼をいたし

ました。 

  この自立支援システムについては、議員ご承知

だと思いますけれども、いわゆる介護給付、それ

から訓練等給付と地域生活支援、この３つが大き

な柱でございます。介護給付に関する市独自の減

免ということについては、特別、現在の中では考

えておりません。 

  また、先ほども申し上げましたように、更生医

療、これについては従来どおり、今度は「自立支

援医療」というふうに名称も変わりますけれども、

これについては従来どおり公費負担をしていきた

いと。 

  ただ、ここで１点心配な点があるのは、重度心

身障害医療と重複する方ですね、例えば透析な

さっている患者の方、あるいは心臓疾患によって

ペースメーカーを入れる手術を受ける方、この方

たちは当然、重度身体障害者医療に該当する方だ

と。これは当然、重心を使えば個人負担はゼロで

ございます。どちらかを選ぶといえば、病院側の

ケースワーカーがどのような指導をするか、本人

がどういうふうに判断するかという問題もござい

ますけれども、恐らく自己負担のない重心医療を

選ぶんではないか、そうするとこういう制度と矛

盾した形になるんではないか。公費負担もどこま

でできるかという問題もございますし、そういっ

た面での相談、あるいはそういった面でのケアと

いいますか、そういうものには十分に個別に応じ

ていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 時間がないので、もう

あちこち飛びながら聞くことになるんですけれど

も、この障害者自立支援制度で、今度は市町村

じゃなくて全国一律の判定基準、ある意味、介護

保険の判定を基本的に使って、それに上乗せして

聞いていくということになるんですけれども、そ

のときに認知障害のある人への配慮した特別な項

目を入れているとは言うんですけれども、その辺

のところで、認定審査会のメンバーに、知的障害

者の特性をきちんと理解しているとか、髙機能自

閉症の方をきちんと支援対象に加えられるとか、

そういうような部分のところができるようなメン

バーで審査会なされるのかなという、ちょっと不

安があるんですけれども、その辺は大丈夫なんで

しょうかね。 

  それでだめだったときにはだめだったで、判定

が余りひどかったときには、介護保険と同じよう

に不服申し立てができる制度になっているんだと

は思うんですけれども、その辺のところをちょっ

と聞かせてください。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 審査会のメンバー

といいますか、構成になるとは思いますけれども、

先ほどは医師としか申し上げませんでしたけれど

も、好ましい医師は、今、医師の資格ですね、整

形外科医、あるいは精神科の医師でありますし、

臨床心理士、あるいは心理判定員、この辺のメン

バーが入れば好ましいという通知は来ていますけ

れども、問題は、市内の中で、市外もありますけ

れども、そういったマンパワーをどれだけ確保で

きるかという問題もございます。その辺は、そう

いった絶対数を考えながら、今後の中の課題であ

るというふうに考えています。 

  また、いろんな議員が心配している内容ともダ
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ブりますけれども、この法案を審議した衆議院の

厚生労働委員会は、決議に当たって、原案を可決

するに当たって、11項目にわたる付帯決議をして

いますね。その中でもやはり第１番目に、法の施

行に当たり適切な措置を講ずるべきだということ

で、その中でまず、発達障害とか難病の方に対す

る、サービスが必要となるすべての障害者が適切

にこの法律による業務を履行できるよう、普遍的

な仕組みにするよう検討を行いというふうに付帯

決議をしています。そういうことで、国における

今後の取り組みなども期待はしたいというふうに

は考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 就学判定の人たちも専

門家だといいながら、ええ、こういう判定という

ような事例もありましたので、その辺のところは

十分に、それで、その不服申し立てができるとい

う部分のところをきちんと確立していただきたい

というふうに思います。 

  それと、このサービスは、先ほどは支援量の抑

制につながることはないということで、社会的活

動を抑えるような、そういうような制度ではない

んだということでおっしゃったと思うんですけれ

ども、そのときにこのサービスを利用するのに、

介護保険なんかと同じように、相談支援事業者と

いうケアプランの作成などを行う事業者にサービ

スの利用計画を作成してもらうということになる

んですけれども、その相談支援事業者でケアプラ

ンを作成する人ってどんな人になるんですか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） この法律の中で言

われているいわゆる地域活動支援センター、介護

保険でいう包括支援センターのような名称ですけ

れども、こういったところに業務委託をするよう

な形になるかと思います。 

  また、当面の間、現在、相談事業等を行ってい

る事業者にも委託を行うことができるというふう

にされておりますけれども、いわゆる地域活動支

援センターとなるべき業者が適当であるかなとい

うふうに現状では考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） その事業者を指定する

のを決めるというのは、地域自立支援協議会とい

うようなものを設置して決めるというふうに私は

聞いたんですけれども、そこのメンバーの中に当

事者がきちんと入るような協議会が設置できます

か。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） そのような望まし

い方向性というのは私も承知はしておりますが、

現段階ではまだ未定です。今後の課題だというふ

うに考えております。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） この自立支援計画とい

う部分のところで、サービスが提供される基本に

なるのは、サービスできる事業者がきちんと確保

されていなかったら、受けたくたって事業者はい

ないよということになってくるし、受けたいけれ

どもサービスがないよと、そのサービスをだれが

保障してつくらなきゃならないのといったとき、

介護保険は市町村の、保険者の責任ですよね。と

いうことは、市町村の責任、那須塩原市の責任だ

と思うんですけれども、その基本となるサービス

を、どういうサービスがどのぐらいまでにどのぐ

らい必要だということを立てていくようになる障

害者福祉計画を新たにつくってくるわけですよね。 

  その辺のところで、メンバーですね、やっぱり、

利用者になるであろう人たちの意見を反映できる
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ような人は、これはもうつくっていかなきゃなら

ないわけですから、その辺はお考えになっていま

すか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  障害者自立支援法に定める障害者福祉計画は、

従来策定してきた障害者福祉計画とは全然内容が

違うといいますか、より現実的に提供できるサー

ビスの量をより具体的にということですから、そ

のような計画を立てなくちゃいけませんけれども、

もちろんその計画に反映するためのただいま議員

がおっしゃったような方の活用については、現状

ではまだ未定でございますので、今後の中で十分

検討していきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 障害者計画の策定で、

市町村ごとに数値目標を入れないとならなくなっ

てきますよね、今までのような計画ではないとい

うことですので。それで、逆にその障害者福祉計

画というのは、今までの障害者福祉計画とは重要

性が全然違っちゃいますよね。そこにのらなかっ

たらサービスがつくれないということになります

ので、計画に盛り込まれなかったら実施できない

というふうに思ってもいいぐらいのものになると

いう解釈でよろしいですね。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） そのように重みの

ある計画だというふうに認識しています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） それを事務方で立てる

のを役割を担うという職員配置、職員体制は、

質・量的に十分でしょうかということを聞いたの

はそのせいなんです。そういう部分を立てていく

ということって、思ったより大変ですよね。利用

者がどれだけ使われるかということで、もう悉皆

調査ぐらいやらなきゃならないんだと思いますの

で、そういうことをしていくということは相当の

事務量にもなりますので、実効ある計画をつくる

ためには、やっぱり職員体制というのを抜かりな

くやっていただきたいなというふうに思います。 

  時間がなくなったので、最後の質問項目に移ら

せていただきます。 

  先ほどのところで、国はどうしてごみ処理基本

計画についての基本的なことに、市町村で考え方

を決めていければいいんですけれども、ここのと

ころ、やたらに国がごみの有料化を進めるための

コメントを出しているんですよね。それも、さも

効果がありそうなことを言うんですけれども、実

際にごみって減らすためには、要するに物を生産

しない、発生抑制する、あと瓶なんかだったら

リユースする、そして発生してもらったものはな

るべくリサイクルする、そういうことをしないと

減量化にならないんですよね。 

  有料化したからといったって、そのごみを高い

料金にして抑制になるなというふうに思うのは、

事業系のごみですよね。キロ５円でしたよね、那

須塩原市って。それって、もしかしたら１キロ処

理するのに実際に那須塩原市ではどのぐらいのコ

ストがかかっているものですか、キロ５円だった

ら。５円ということは絶対あり得ないと思うので、

その辺ちょっと聞かせてください。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 大変申しわけあり

ませんけれども、事業系として細かい部分はない

んですが、１人当たりのごみの量としては約２万

円前後、毎年度かかっているのかなという気がし

ております。ちょっとデータがなくてごめんなさ

い。 
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○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 那須塩原市で事業系の

ごみって、思ったより多いですよね、数値、私も

持っていませんけれども。ということは、ある意

味、事業系のごみを料金を取るという、高くする

ということをやった方が早いよねとかと思っちゃ

うんです。そうしたら、事業系のごみですから、

事業者はコスト計算しますよね。そして減らして

くるということで削減になるんじゃないか。でも、

そこは言わずに、結構ごみの有料化というときは、

一般家庭のごみを国は言っているように聞こえて

しまうんですけれども、違うんでしょうかね。 

  それで、本当に有料化で一時的に減りますよ、

それは。でも、根本的に減らすというのは、要す

るにどれだけ分別して燃やさなくて済むか、焼却

炉に入れなくて済むかということをやらなければ、

減量化にはならないわけですよね、リサイクル率

上がらないわけですからね。減量化の数値目標っ

て達成できないわけですよね。だから、なぜ有料

化で達成できるようなことを国が言うのか、さっ

き聞いた部分によると、要するにリデュース、

リユース、リサイクルを進めた上でですよと言っ

ているんでしょうかね。それだけ聞かせてくださ

い。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今のリサイクル法

の改正の中の状況を見ますと、そういう言い方は

前提にはあると思っております。ただし、先ほど

も答弁しましたように、そういうふうな前提であ

りながらも、その事業者責任というか、生産者拡

大というような形が余り明確になっていないと。

そういった部分を明確にしていただくというよう

な部分も、市町村がそういう減量化に取り組む、

あるいは資源化、リサイクルに進めるのには重要

ではないかなというふうに、我々市町村としては

思っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 本当にそのとおりだと

いうふうに思います。拡大生産者責任をあいまい

にしたままやってはいけないんだということで、

大分、那須塩原市になる前に容リ法の改正で意見

書も出していただきました、議会として。でも、

全然、国の方は、その地方自治体、あと消費者団

体、いろんなところからの意見を全然聞かずに、

今回、容リ法の最終まとめを審議会がしたところ

では、どうも問題のすりかえをしたようです。 

  レジ袋の有料化は決めたようで、そうすると市

民には負担だけが来ましたね。レジ袋の有料化で

は750億円の負担が、１枚５円と換算して、国民

はそれだけ負担するんですって。そして、自治体

は、プラスチックの分別がうまくできないですよ

ね。ですから、やはり収集、選別等の追加的費用

は180億円ふえて、そして事業者全体では715億の

負担が減るんですって。という試算を市民団体が

出しているんですけれども、今回の容リ法の審議

で、本当でしたらこれが、自治体の負担が減って、

消費者の負担が減って、事業者の負担がふえな

きゃならないのに、事業者だけが一人勝ちの容リ

法の改正にどうもなりそうです。 

  そういう中、廃プラスチックの分別収集が、自

治体が負担が高くなって二の足を踏んじゃうとい

う自治体が出てくるんだと思うので、これはもう

国が意気地ないからなんだと思うんですけれども、

でも、それでも減量化の目標値を国は、県の目標

値を出せ、市町村の目標値を出せということで、

このごみ処理基本計画の中で目標値を出してきて

いますよね。 

  それで、那須塩原市でも15年度の実績のリサイ

クル18.1％であるものを要するに22年度に24％ま
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でいく。それで、溶融スラグの有効利用を図るこ

とで30％まで向上させるという目標値を上げたん

ですけれども、これは溶融スラグというのは、最

終処分場に持っていって埋めるのはなりませんか

らね。これは、この数値というのは、溶融スラグ

が有効活用ができるというふうに本当に思ってこ

こに書いたんでしょうかね。この数値、何か溶融

スラグを入れて数値合わせしたようにしか思えな

いんですけれども、その点いかがでしょう。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 数字合わせとは

思っておりません。もちろん那須塩原市として、

その溶融スラグも有効利用にできるというふうな

一つのこれからの検討というのは十分しなきゃな

りませんけれども、そういった中で、有効利用を

図るという前提で溶融化をしていきたいと、その

ように考えて計画しております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） ここで私の一般質問も

終わりますけれども、ごみの分別をした先進地で

は、沼津市なんですけれども、ごみの分別に協力

的な市民だけを選んでいるんではないというふう

に言っています。ぜひ那須塩原市民もごみの分別

できる力がありますので、もう一度考えていただ

きたいということを申し添えて終わりにいたしま

す。 

○議長（髙久武男君） 以上で12番、早乙女順子君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（髙久武男君） 以上で本日の議事日程は全

部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３９分 
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